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1111．序文．序文．序文．序文

本資料は JICSAP ICカード仕様第 2.0版（以下 JICSAP V2.0と称する。）の改版内容を

解説したものである。

2222．仕様改版の背景．仕様改版の背景．仕様改版の背景．仕様改版の背景

広域・多目的利用に供するため JICSAPでは、平成 10年 7月に日本工業規格準拠「JICSAP

外部端子付き ICカード仕様　第 1.0版」（以降、JICSAP　V1.0と称する。）」を改版、JICSAP

V1.1 を公開した。この外部端子付き IC カード（以降、接触型 IC カードと称する。）は、

岐阜県益田郡の広域・多目的利用実証実験、熊本県八代市の健康保険証の実証実験や商店

街ポイントカード、キャンパスカードなど、幅広い分野の ICカードシステムに利用されて

きた。

IC カード関連技術の技術革新は日進月歩で、これに対応する形で国際/国内の接触型 IC

カードの標準化が進み、JICSAP V1.1もこれに合わせる必要が生じてきた。

JICSAPの仕様は、日本のある分野の独自の仕様と誤解されることもあった。その理由は、

国際標準化されていない機能については、独自に規定せざるを得なかったことなどにある

と考える。

今回の改正では、まず発行管理系のコマンド機能については国際規格で規定された同等の

機能を取り入れ、置き換えている。

ただし、TLV形式のデータ要素を格納する DO-WEFファイルは独自仕様となっているが、

このファイル構造については国際標準規格会議の場へすでに概要説明を行っている。

したがって、JICSAP V2.0 仕様は、国際標準規格に準拠した国内唯一の実装仕様書であ

り、国内はもちろん国際的な互換性ということについても十分配慮したものであるという

ことがいえる。

JICSAP V1.1では、接触型 ICカードにおけるハードウェア概要、伝送プロトコル、ファ

イル構造、セキュリティ構造、共通コマンドなど、接触型 ICカードのすべての機能を一本

化した仕様書としていたが、その後、国際／国内の標準規格化が進み、ISO/IEC 7816-4,8,9

で規定されるファイル構造、セキュリティ構造、共通コマンド等は、接触型 ICカードだけ

ではなく、ISO/IEC 14443で規定される非接触近接型 ICカード（以下、近接型 ICカード

と称する。）においても適用する機能とされた。

このような状況を受け、今回の改版ではハードウェア概要、伝送プロトコルなど接触型

ICカードに依存する仕様と、接触型 ICカードと非接触近接型 ICカードに共通する仕様に

分離することとした。

主要な運用コマンドは JICSAP　Ｖ1.1で規定した機能と互換性を持たせることができる

が、このような改定事由から、管理系のコマンド機能等は機能として同等であるが、コマ

ンド自体のコーディングは、国際標準規格と一致させたために、従来のものとは互換性は

なくなっている。このため、JICSAP　V1.1とＶ2.0を混在させて利用するシステムを運用
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する場合には、この点について、十分配慮したシステムとすることが必要である。

JICSAP　V2.0の仕様作成に使用した標準規格を図表 1，図表 2，図表 3に示す。

図表 3のタイプのうち、「第 2部　近接型 ICカード」はタイプＢを、「第 4部　高速処理

用 ICカード」はタイプ C（ISO/IEC JTC1/SC17/WG8にて審議中）を選択した。

ISO/IEC 7816 ｼﾘｰｽﾞ ISO／IEC JIS（原則 ISO/IEC規格の翻訳）

物理特性 ISO/IEC 7816-1 JIS X 6303
端子のサイズと位置 ISO/IEC 7816-2 JIS X 6303
電気信号と伝送プロトコル ISO/IEC 7816-3 JIS X 6304
共通コマンド ISO/IEC 7816-4 JIS X 6306
アプリケーション識別子の
ための付番システム及び登
録

ISO/IEC 7816-5 JIS X 6308

共通データ要素 ISO/IEC 7816-6 JIS X 6307
セキュリティ関連共通コマ
ンド

ISO/IEC 7816-8 JIS X 6300-8

追加共通コマンド及びセキ
ュリティ属性

ISO/IEC 7816-9 JIS X 6300-9

注　ISO/IEC7816-4以上は非接触型 ICカードでも同じ標準を利用する。

図表１　接触型 ICカードの標準規格

ISO／IEC JIS（原則 ISO/IEC規格の翻訳）

物理特性 ISO/IEC　14443-1 JIS X 6322-1
電力伝送及び信号インター
フェース

ISO/IEC　14443-2 JIS X 6322-2

初期化及び信号衝突防止 ISO/IEC　14443-3 JIS X 6322-3
伝送プロトコル ISO/IEC　14443-4 (JIS X 6322-4)制定作業中

図表 2　近接型 ICカードの標準規格

伝送方向 タイプＡ タイプＢ タイプＣ
端末からカード ASK　100％

Modified
Miller,106kbit/s

ASK　10％
NRZ
106kbit/s

ASK　10％
Manchester
212kbit/s

カードから端末 ASK- Manchester
Load　Modulation
Sub‐carrier
Fc/16,106kbit/s

BPSK‐NRZ
Load　Modulation
Sub‐carrier
Fc/16,106kbit/s

ASK- Manchester
Load　Modulation

212kbit/s

注　第４部　高速処理用 ICカードは、日本鉄道サイバネティクス協議会（CJRC） ICカード規格　第 1版を参照

している。

図表 3   ISO/IEC　14443-2の各タイプ

一方、国内においては、NTT 東日本・西日本が近接型 IC カードを公衆電話カードに採

用したのをはじめ、経済産業省の平成 12年度補正事業による「IT装備都市研究事業」の実

証実験、平成 13 年中の本格導入を予定する JR 東日本の IC カード出改札システム、さら



には平成 15年 8月の配布開始を目標とする「住民基本台帳カード」などで、接触型に続く

次世代の IC カードとして、近接型 IC カードがそのハンドリングの良さやメンテナンスの

容易さ等の利点から、各分野で研究開発が行われ、普及の段階が近づいている。

さらに、これまでは機械語プログラムを固定した ROM領域に初期の段階で設定する方式、

すなわちネイティブタイプの ICカード（すべてのプログラムをマスク ROM等の書き換え

られないメモリに格納する方式の IC カード）が主流であったが、IC カードの発行後にお

いて、アプリケーションプログラム（機能）及びデータをダウンロード可能な、所謂プラ

ットフォームタイプのカードが開発されてきた。JICSAP V2.0では、それら両方のタイプ

に搭載可能なように配慮して仕様化している。

上記背景を踏まえ、今回の改定では、従

の仕様と、さらに、交通分野での大きな利
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会(CJRC)の ICカード規格をも含めた内容で策定した。

これらの仕様書を「接触型 IC カード」、「近接型 IC カード」、「共通コマンド」、「高速処

理用 ICカード」の 4部からなる構成とした。

また、接触型 IC カード、接触型と近接型 IC カードの両方の機能を持つカード、近接型

IC カードという各種の IC カードに対応するために、一つの仕様書に統一、シリーズ化す

ることにより、IC カード開発者が利用目的とする IC カードに必要な機能を、このシリー

ズの中から選択して搭載することができるよう配慮した。これにより、IC カード開発者は

必要な関連規格を集め参照、検討するような手間から開放されることになる。

さらに、従来の JICSAP　V1.1のように、すべての機能を ICカードに搭載する必要性を

なくし、利用目的のアプリケーションシステムに必要な機能を、この仕様の中から選び具

備すれば良いということも、今回仕様の大きな特徴の 1つとなっている。

すなわち、この仕様で定められたファイル構造及びセキュリティ要件を満たし、アプリ

ケーションに必要なコマンド機能等を、この仕様書で定めるところのものを使用するなら、

JICSAP仕様に準拠していると言うことができる。

これに伴い、将来、対象とする ICカードの具備している機能が、JICSAP V2.0仕様に準

拠しているか否かの確認方法の検討も別途必要とされている。

3333．改版の基本方．改版の基本方．改版の基本方．改版の基本方

今回の改定にあ

（1）（財）ニュー

ICカード研

慮しつつ、現

住基、IT装備都市

（非接触ICC）

多目的

全銀／EMV（接触）

(接触)

従来システム

保険医療

（接触）

個別業務

ポイント

使用例

コプロ付きありあり本仕様に準拠大

コプロ付きなしあり本仕様に準拠中

コプロ付き

（JICSAP V1.1)

なしあり
独自

（発行ライブラリ等）
中

コプロなしなしなし独自小

その他発行後のアプリ

機能の追加

発行後の

ファイルの創生

ファイル創生

コマンド

リソースの

大きさ
図表 6　リソースの大きさによる JICSAP V2.0 ICカード実現例
4

針針針針

たっての基本方針は以下のとおりである。

メディア開発協会(NMDA)での新世代 ICカードプロジェクト及び次世代

究会等の活動成果を活用、また、将来の技術の進歩を阻害しないように配

状の技術レベルで実用化可能な仕様とすることを目標とすること。
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（2） JICSAP V1.1と最低限（運用コマンド等）の上位互換性が可能なこと。

（3）接触型 ICカードと近接型 ICカードの両カードに使用できる統一実装仕様書とするこ

と。

接触型 IC カード及び近接型 IC カードは、物理的特性、伝送プロトコルは異なるが、フ

ァイル構成、セキュアメッセージ，コマンド機能、セキュリティ機能等は共通となってい

る。

開発者はどちらのタイプの ICカードを開発するにしても、この統一された仕様の中から

必要な機能要件を選び出して、設計することにより国内での相互互換性を可能とする。

また、一枚のカードに接触型 IC カード機能及び近接型 IC カード機能が搭載された、所

謂デュアルポート型 ICカードについても、この仕様による開発を可能とするが、初期応答

の順番、方法等についての課題は今後の検討とする。

（4）国際(ISO)/国内(JIS)の標準規格に合致すること。

JICSAP　V1.1 の制定後に規定された国際標準規格（ISO/IEC　7816‐8，‐9）の JIS

化の制定（それぞれ JIS X6300-8 及び-9）を受けて、セキュリティ機能、管理機能等をそ

の中から取り入れる。

すべてのプログラムをマスク ROM 等の書き換えられないメモリに格納するようなネイ

ティブ ICカード用には、ISO/IEC　7816‐9で規定された機能として附属書に「創生コマ

ンド機能」を追加する。

近接型 ICカードの国際標準規格（ISO/IEC　14443-1,2,3,4）及び JIS化の制定を受けて、

この標準を取り入れる。

なお、もうひとつの近接型 IC カードである、高速処理用 IC カードは、国内鉄道事業者

のデファクト標準である CJRCの ICカード規格に基づいている。この高速処理用 ICカー

ド規格は,国際標準規格 ISO/IEC　14443-2にタイプ Cとして審議中のものであり、コマン

ド機能等についても、今後関係者と協議して国際の場へ提案していくこととしている。

（5）実装規約とすること。

この仕様の内容は、単なる標準仕様書ではなく、実際に ICカード開発に用いる事が可能

な実装規約書とする。従って、ISO/JIS標準規格が基本となるが、国際規格では必要最小限

の機能ということに限定して規定されているため、実際の機能の実現にあたっては不足し

ている部分がある。このような部分については、公平性を前提に現実的な実装方法の記述

を追加する。

また、ISO/JIS標準規定では、各国が既存のシステムで使用している機能を主張したため

に、類似機能が複数ある場合があるが、国内のアプリケーションに最適と思われる機能を、

従来機能との継続性という観点から選び規定する。

（6）プラットフォームタイプの ICカードにも実装可能なこと。

ネイティブタイプの IC カードに加えて、IC カードが発行された後でも、アプリケーシ

ョン機能がプログラムダウンロードによって追加、変更が可能であり、不必要になれば削



除も可能とするプラットフォームタイプの ICカードにも、JICSAP V2.0仕様がひとつのア

プリケーションとして実装可能とする。

例えば、JAVA　CardTM、MULTOSTM カードと呼ばれるものが、これらのタイプの IC

カードであり、その柔軟性、移植性等の利便性から次世代 ICカードとして注目されている。

また、これらのタイプと従来のネスティブタイプの ICカードが 1つのシステムの上で混

用されても大きな問題が起こらないような規定となっていることが必要である。

IC カードの実現方法には、大きく分けて上記の２種類の方法があるが、基本的には、図

表 7のように、実行条件を確認した上で、コマンドを発行して、ICカード内で処理された

結果が正しく応答されるならば、IC カードの内部の物理構造については、極端に言えばな

んでも良いということである。

　　　　　　端末端末端末端末

　　　　　　　　ICICICICカードカードカードカード

　　

　　コマコマコマコマ
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コマンド実行条件コマンド実行条件コマンド実行条件コマンド実行条件

実行結果実行結果実行結果実行結果

コマンド発行コマンド発行コマンド発行コマンド発行
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図表 7　ICカードの要求仕様
6

カード仕様、全銀協 ICキャッシュカード標準仕様等の金融取引

が可能なこと。

としては、国際クレジットカードの標準である EMV(EuroPay

d　International、VisaCard　International)仕様が制定されて

している。また　国内金融機関で用いられる「全銀協 ICキャッ

EMV仕様との互換性を配慮して制定されている。

ケーション ICカードに、他の分野のアプリケーションが搭載さ

銀行協会ＩＣキャッシュカード仕様の貸与領域に使用される機
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能）には、この JICSAP仕様での実現を可能とする。

（8）サイバネ（CJRC）規格の近接型 ICカードの規格を取り入れる。

交通分野では,近接型 ICカードの利用が始まろうとしている。例えば、鉄道においては、

多くの旅客が短時間に鉄道の改札を通過するには,従来よりも速い処理を行う機能を持った

近接型 ICカードが必要となる。今回は、CJRCの ICカード規格のうちから、アプリケー

ションに関する情報を除いた部分についての標準化をおこなう。

（9）発行系コマンドはオプションとすること。

　発行系コマンド機能については、ISO/IEC　7816-9（JIS X 6300-9）において規定され

ている。この規定のファイルの生成は、ネイティブ ICカードについての記述であり、プラ

ットフォームタイプの ICカード用は、それぞれ独自のアプリケーションファイル生成機能

が用意されているので、必ずしもこの規定に準拠しないでもよい。

また、発行モードにおいて、書込み系等のコマンド機能を使用してファイルを生成し、

モードを運用ステージに切り替える手段を持ち、運用ステージにおいて本仕様と同じ機能

をもって処理するような、メモリリソースの低い、安価な ICカードの存在も許容している。

従って、発行系のコマンドはオプションとし、第３部「共通コマンド」の附属書とした。

　ただし、プラットフォームタイプの ICカードにおけるアプリケーション選択後の内部フ

ァイル構成機能等については、本仕様のファイル生成機能を参照することが望ましい。

（10）この仕様に含まれていない機能

この仕様書においては、プログラムダウンロード機能に関する仕様、プラットフォーム

機能仕様及びアプリケーションに関する仕様は含まれていない。

以上の要件を満足すべく、纏められたのが今回の改定で制定された JICSAP V2.0である。

ISO/IEC 7816-8,9ISO/IEC 7816-8,9ISO/IEC 7816-8,9ISO/IEC 7816-8,9
ISO/IEC 14443-1,2,3ISO/IEC 14443-1,2,3ISO/IEC 14443-1,2,3ISO/IEC 14443-1,2,3

NICSSNICSSNICSSNICSS要件書要件書要件書要件書

プラットフォーム対応プラットフォーム対応プラットフォーム対応プラットフォーム対応

JICSAP2.0JICSAP2.0JICSAP2.0JICSAP2.0 JICSAP2.XJICSAP2.XJICSAP2.XJICSAP2.XJICSAP1.1JICSAP1.1JICSAP1.1JICSAP1.1

NMDANMDANMDANMDA仕様仕様仕様仕様

各種業界仕様各種業界仕様各種業界仕様各種業界仕様

ISO/IEC 7816-4ISO/IEC 7816-4ISO/IEC 7816-4ISO/IEC 7816-4
改訂改訂改訂改訂

互換性確保を重視互換性確保を重視互換性確保を重視互換性確保を重視

周囲状況を把握し、周囲状況を把握し、周囲状況を把握し、周囲状況を把握し、
多方面に適用可能な仕様に多方面に適用可能な仕様に多方面に適用可能な仕様に多方面に適用可能な仕様に

【平成【平成【平成【平成13131313年年年年7777月末予定】月末予定】月末予定】月末予定】 【計画中】【計画中】【計画中】【計画中】

•カード利用フェーズに必要な機カード利用フェーズに必要な機カード利用フェーズに必要な機カード利用フェーズに必要な機
能に焦点をあて検討する。能に焦点をあて検討する。能に焦点をあて検討する。能に焦点をあて検討する。

•アプリケーションのダウンローアプリケーションのダウンローアプリケーションのダウンローアプリケーションのダウンロー
ド機能は検討対象外。ド機能は検討対象外。ド機能は検討対象外。ド機能は検討対象外。

• ISO/IEC 7816-4ISO/IEC 7816-4ISO/IEC 7816-4ISO/IEC 7816-4の見直し内容を反の見直し内容を反の見直し内容を反の見直し内容を反
映する。映する。映する。映する。

•アプリケーションのダウンロードアプリケーションのダウンロードアプリケーションのダウンロードアプリケーションのダウンロード
機能についても検討に含める。機能についても検討に含める。機能についても検討に含める。機能についても検討に含める。

ＩＳＯ完成ＩＳＯ完成ＩＳＯ完成ＩＳＯ完成
後の要件後の要件後の要件後の要件
を追加を追加を追加を追加

4444．．．． JICSAP JICSAP JICSAP JICSAP　　　　V2.0V2.0V2.0V2.0の構成の構成の構成の構成

図表 8　JICSAP 2.0の位置付け
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JICSAP　V2.0 は、次の 4 部と附属書及び解説で構成されているが、仕様理解の一助と

して、「改版仕様の解説」を別冊（参考）として付している。

第 1部　接触型 ICカード

第 2部　近接型 ICカード

第 3部　共通コマンド

第 4部　高速処理用 ICカード

別冊（参考）：改版内容の解説

5555．．．．    第第第第 1111部部部部    接触型接触型接触型接触型 ICICICICカードカードカードカード

（1）基本方針

図表 9で、基本方針を掲げているが、ポイントの電気的特性、伝送制御手順だけ解説する。

基本方針基本方針基本方針基本方針
将来的な技術の進歩を阻害しないよう配慮しつつ、現状の技術レベルで実用化可能な使用とする。将来的な技術の進歩を阻害しないよう配慮しつつ、現状の技術レベルで実用化可能な使用とする。将来的な技術の進歩を阻害しないよう配慮しつつ、現状の技術レベルで実用化可能な使用とする。将来的な技術の進歩を阻害しないよう配慮しつつ、現状の技術レベルで実用化可能な使用とする。

従来の接触型従来の接触型従来の接触型従来の接触型ICICICICカードだけでなく、カードだけでなく、カードだけでなく、カードだけでなく、ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443にににに規定される近接型規定される近接型規定される近接型規定される近接型ICICICICカードにも適用できる仕様とする。カードにも適用できる仕様とする。カードにも適用できる仕様とする。カードにも適用できる仕様とする。

ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816----8888、、、、9999のののの規定内容を反映する規定内容を反映する規定内容を反映する規定内容を反映する....

伝送速度の向上。伝送速度の向上。伝送速度の向上。伝送速度の向上。

3333V/5VV/5VV/5VV/5Vインタフェースに対応するインタフェースに対応するインタフェースに対応するインタフェースに対応する....

電気的特性、伝送制御手順電気的な特性は、ISOの改定を受けて、5V/3Vのインターフェ

ース及びウォームリセット(EMV対応)を可能とした。

伝送制御手順では、Protocol Parameter Selection (PPS)に対応可能とし、それに伴い ATR

規定を見なおした。PPSとは、ATR後に伝送速度を例えば、19.2kbs、38.4kbs等に変更す

るための機能である。JICSAP V1.1が 9.6kbsでしか通信できなかったのに対し、今回の仕

様では、伝送速度の向上により処理の効率化を可能としている。

PPSとは、Protocol Parameter Selectionの略称であり、ATR後に伝送速度を例えば、19.2kb

／s、38.4kb／sに変更するための機能である。JICSAP V1.1が 9.6kb／sでしか通信でき

なかったのに対し、今回の仕様では、伝送速度を上げられるので、そのメリットは大きい

と考えられる。

図表 9　JICSAP 2.0の基本的考え方



電気的特性電気的特性電気的特性電気的特性

伝送制御手順伝送制御手順伝送制御手順伝送制御手順

3333VVVVインタフェース、ウォームリセット対応とするインタフェース、ウォームリセット対応とするインタフェース、ウォームリセット対応とするインタフェース、ウォームリセット対応とする

TTTT＝＝＝＝1111を従来どおり採用を従来どおり採用を従来どおり採用を従来どおり採用

PPSPPSPPSPPSのののの導入導入導入導入

ATRATRATRATR規定の見直し規定の見直し規定の見直し規定の見直し

伝送制御マトリックスの一部修正伝送制御マトリックスの一部修正伝送制御マトリックスの一部修正伝送制御マトリックスの一部修正

－－－－    JavaCardJavaCardJavaCardJavaCard、、、、MULTOSMULTOSMULTOSMULTOSのように伝送レイアとのように伝送レイアとのように伝送レイアとのように伝送レイアと
            アプリケーションレイアがアプリケーションレイアがアプリケーションレイアがアプリケーションレイアが    分離される構造の分離される構造の分離される構造の分離される構造の
            カードにおける特徴の反映カードにおける特徴の反映カードにおける特徴の反映カードにおける特徴の反映

6666．．．．    第第第第 2222部部部部    近接型近接型近接型近接型 ICICICICカードカードカードカード

（1）基本方針

近接型の実装規約につい

作ることで進めている。

図表 13のような方針で作業

① ISO/IEC および JIS に

に互換性を向上させる仕

② IC カードシステムとして

る。

・ カードの形態、運用

の進歩する製造技術

・ 色々な技術面から数

リモートで使ってい

　    1枚で処理が済む場

③ 作成する規約には、でき

徴など、解説・留意点を
図表 10　電気的特性・伝送制御手順
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ては、これまでの JICSAP仕様にはなかったため、全く新規に

をした。

準拠し、リーダ・ライタ、カード、それぞれの運用、及び導入

様を策定する。

、次に掲げるさまざまな要件をすべて加味した規約を検討す

の形態などの変化に対応できる運用面からカード、チップなど

ミリのサーフェスで使用している場合、10 センチ近く離した

る場合

合、複数枚合わせて運用する場合

るだけ原理・原則というものを含め、IC カードシステムの特

つけ加えるよう検討する。



最新の最新の最新の最新のISO/IECISO/IECISO/IECISO/IEC及び及び及び及びJISJISJISJISに準拠し、多方面に適用可能なように国内外の仕様をに準拠し、多方面に適用可能なように国内外の仕様をに準拠し、多方面に適用可能なように国内外の仕様をに準拠し、多方面に適用可能なように国内外の仕様を
考慮する（考慮する（考慮する（考慮する（ISO/IEC14443ISO/IEC14443ISO/IEC14443ISO/IEC14443からの追加仕様は、理由を明確にして差分がわかるからの追加仕様は、理由を明確にして差分がわかるからの追加仕様は、理由を明確にして差分がわかるからの追加仕様は、理由を明確にして差分がわかる
ように工夫する）。ように工夫する）。ように工夫する）。ように工夫する）。

原理・構成を含め、近接型非接触原理・構成を含め、近接型非接触原理・構成を含め、近接型非接触原理・構成を含め、近接型非接触ICICICICカードシステムの特徴をわかりやすく鳥カードシステムの特徴をわかりやすく鳥カードシステムの特徴をわかりやすく鳥カードシステムの特徴をわかりやすく鳥
瞰できる規格とする。瞰できる規格とする。瞰できる規格とする。瞰できる規格とする。

多様な運用形態・急速な技術進歩を考慮しつつ、できるだけ互換性をとれるよ多様な運用形態・急速な技術進歩を考慮しつつ、できるだけ互換性をとれるよ多様な運用形態・急速な技術進歩を考慮しつつ、できるだけ互換性をとれるよ多様な運用形態・急速な技術進歩を考慮しつつ、できるだけ互換性をとれるよ
う配慮する（ワイヤードロジック／コプロ搭載などのチップ形態、想定動作電力う配慮する（ワイヤードロジック／コプロ搭載などのチップ形態、想定動作電力う配慮する（ワイヤードロジック／コプロ搭載などのチップ形態、想定動作電力う配慮する（ワイヤードロジック／コプロ搭載などのチップ形態、想定動作電力
のののの 柔軟性）。柔軟性）。柔軟性）。柔軟性）。

運用形態として、「リモート運用」「サーフェス運用」ならびに、「１枚運用」運用形態として、「リモート運用」「サーフェス運用」ならびに、「１枚運用」運用形態として、「リモート運用」「サーフェス運用」ならびに、「１枚運用」運用形態として、「リモート運用」「サーフェス運用」ならびに、「１枚運用」
「２枚運用」を定義して、具体的な仕様を記述する。「２枚運用」を定義して、具体的な仕様を記述する。「２枚運用」を定義して、具体的な仕様を記述する。「２枚運用」を定義して、具体的な仕様を記述する。

コンビネーションカード等接触型カードとの整合性を考慮する。コンビネーションカード等接触型カードとの整合性を考慮する。コンビネーションカード等接触型カードとの整合性を考慮する。コンビネーションカード等接触型カードとの整合性を考慮する。

（2）近接型 ICカード規格に

近接型にかかわる規格の特

③リモート運用とサーフェス

接触型の外部端子付き ICカ

られる。

① 電波関連法規

ICカードが電波法規に触れ

は従来電池を持っているもの

力を供給され、それに応答す

のか、特定小電力、構内無線

② チップ等の機能

カード内のチップのロジッ

できる Java や MULTOS に

な演算が要求される非対称鍵

どの点で多くの検討課題が残

メモリについても、従来 E

FRAM なども考慮する必要が

する必要がある。
図表 11　近接型の基本方針
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関する特徴

徴としては、大別すると、①電波関連法規、②チップ等の機能、

運用、④1枚運用と複数枚運用、⑤衝突防止機能の一般化、⑥

ードとの親和性、⑦接触型規格との位置づけの明確化、に分け

るわけではなく、リーダ・ライタが係っている。ICカードに

もあったが、今回は、電池を持たずにリーダ・ライタから電

る ICカードを考えている。リーダ・ライタを微弱電波にする

局、簡易無線局にするのかといった形の分類分けになる。

クが、ワイヤードロジックになっているもの、プログラミング

対応し、CPU でプログラムを実行できるものがあるが、高速

暗号方式に使用するコプロセッサ等については、消費電力な

っている。

EPROMが主流であったが、今後は高速メモリ書込みが可能な

ある。OS は、ネイティブ、MULTOS、JAVA その他で検討
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リーダライタは，そのアンテナ出力ごとに、現行の国内電波関連法規に準拠リーダライタは，そのアンテナ出力ごとに、現行の国内電波関連法規に準拠リーダライタは，そのアンテナ出力ごとに、現行の国内電波関連法規に準拠リーダライタは，そのアンテナ出力ごとに、現行の国内電波関連法規に準拠
する必要がある。する必要がある。する必要がある。する必要がある。
ユーザの公的手続きの簡便性を重視する際には、微弱電波の範囲に抑える必要ユーザの公的手続きの簡便性を重視する際には、微弱電波の範囲に抑える必要ユーザの公的手続きの簡便性を重視する際には、微弱電波の範囲に抑える必要ユーザの公的手続きの簡便性を重視する際には、微弱電波の範囲に抑える必要
がある。がある。がある。がある。
通信距離を重視する際には、構内無線局、簡易無線局などとする。通信距離を重視する際には、構内無線局、簡易無線局などとする。通信距離を重視する際には、構内無線局、簡易無線局などとする。通信距離を重視する際には、構内無線局、簡易無線局などとする。
消費電力の大きな近接型消費電力の大きな近接型消費電力の大きな近接型消費電力の大きな近接型ICICICICカードを動作させる際には、リーダライタをシールカードを動作させる際には、リーダライタをシールカードを動作させる際には、リーダライタをシールカードを動作させる際には、リーダライタをシール
ドして、微弱電波の範囲に留める方法もある。ドして、微弱電波の範囲に留める方法もある。ドして、微弱電波の範囲に留める方法もある。ドして、微弱電波の範囲に留める方法もある。

電波関連法規電波関連法規電波関連法規電波関連法規

マイクロプロセッサマイクロプロセッサマイクロプロセッサマイクロプロセッサ
通信距離の長さに重点を場合は、マイクロプロセッサの消費電力を極力抑え通信距離の長さに重点を場合は、マイクロプロセッサの消費電力を極力抑え通信距離の長さに重点を場合は、マイクロプロセッサの消費電力を極力抑え通信距離の長さに重点を場合は、マイクロプロセッサの消費電力を極力抑え
るため、実装機能を簡易化して、ワイヤードロジックとする場合がある。るため、実装機能を簡易化して、ワイヤードロジックとする場合がある。るため、実装機能を簡易化して、ワイヤードロジックとする場合がある。るため、実装機能を簡易化して、ワイヤードロジックとする場合がある。
高度な暗号処理を行うコプロセッサを搭載した高度な暗号処理を行うコプロセッサを搭載した高度な暗号処理を行うコプロセッサを搭載した高度な暗号処理を行うコプロセッサを搭載したCPUCPUCPUCPUとする場合もある。とする場合もある。とする場合もある。とする場合もある。
コマンドやコマンドやコマンドやコマンドやOSOSOSOS等をダウンロードしうるメモリを内蔵する場合もある。等をダウンロードしうるメモリを内蔵する場合もある。等をダウンロードしうるメモリを内蔵する場合もある。等をダウンロードしうるメモリを内蔵する場合もある。
目的に合ったカードについて、組み合わせるリーダライタを考慮する必要が目的に合ったカードについて、組み合わせるリーダライタを考慮する必要が目的に合ったカードについて、組み合わせるリーダライタを考慮する必要が目的に合ったカードについて、組み合わせるリーダライタを考慮する必要が
ある。ある。ある。ある。

③ リモート運用とサーフェス運用

リモート運用は離れたところの運用、ゲートの通過などといった場合の運用関連である。

サーフェス運用というのは、金融決済やカードを発行する場合で、リーダライタとカード

との距離が近い場合の運用である。

リモート運用とサーフェス運用リモート運用とサーフェス運用リモート運用とサーフェス運用リモート運用とサーフェス運用

ゲートの通過などリモートな操作でタッチアンドゲートの通過などリモートな操作でタッチアンドゲートの通過などリモートな操作でタッチアンドゲートの通過などリモートな操作でタッチアンド
ゴーにより認証、改札などを行う運用。この場合ゴーにより認証、改札などを行う運用。この場合ゴーにより認証、改札などを行う運用。この場合ゴーにより認証、改札などを行う運用。この場合
には、長い通信距離と高速なコマンド処理が要求には、長い通信距離と高速なコマンド処理が要求には、長い通信距離と高速なコマンド処理が要求には、長い通信距離と高速なコマンド処理が要求
される。される。される。される。

リーダライタのアンテナ表面に近接型リーダライタのアンテナ表面に近接型リーダライタのアンテナ表面に近接型リーダライタのアンテナ表面に近接型ICICICICカードカードカードカード
を密着させて金融決済、カード発行、ダウンローを密着させて金融決済、カード発行、ダウンローを密着させて金融決済、カード発行、ダウンローを密着させて金融決済、カード発行、ダウンロー
ドなどを行う運用．この場合には、通信距離へドなどを行う運用．この場合には、通信距離へドなどを行う運用．この場合には、通信距離へドなどを行う運用．この場合には、通信距離へ
の制約はさほどないが、高度な暗号処理などをの制約はさほどないが、高度な暗号処理などをの制約はさほどないが、高度な暗号処理などをの制約はさほどないが、高度な暗号処理などを
行うため消費電力の大きなプロセッサ等の搭載行うため消費電力の大きなプロセッサ等の搭載行うため消費電力の大きなプロセッサ等の搭載行うため消費電力の大きなプロセッサ等の搭載
が必要。が必要。が必要。が必要。

リモート運用リモート運用リモート運用リモート運用

サーフェス運用サーフェス運用サーフェス運用サーフェス運用

④ 1枚運用と複数枚運用

1枚運用というのは通常領域の 1枚だけで全部の処理ができる使い方である。

図表 12　電波関連法規、マイクロプロセッサ

図表 13　リモート運用とサーフェス運用
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複数枚運用というのはカードを役割分担させ、その複数枚のカードがないと処理ができな

いという使い方である。

1111枚運用と複数枚運用枚運用と複数枚運用枚運用と複数枚運用枚運用と複数枚運用
リーダライタは複数の近接型リーダライタは複数の近接型リーダライタは複数の近接型リーダライタは複数の近接型ICICICICカードと同時にリンクを確立して通信を行うことができる。カードと同時にリンクを確立して通信を行うことができる。カードと同時にリンクを確立して通信を行うことができる。カードと同時にリンクを確立して通信を行うことができる。

ゲート通過など、リーダライタの通信領域には同ゲート通過など、リーダライタの通信領域には同ゲート通過など、リーダライタの通信領域には同ゲート通過など、リーダライタの通信領域には同
時に時に時に時に1111枚のみが入り、枚のみが入り、枚のみが入り、枚のみが入り、1111枚の処理を前提とした運用枚の処理を前提とした運用枚の処理を前提とした運用枚の処理を前提とした運用
形態。形態。形態。形態。

財布の中に複数の近接型財布の中に複数の近接型財布の中に複数の近接型財布の中に複数の近接型ICICICICカードを入れておき、近カードを入れておき、近カードを入れておき、近カードを入れておき、近
接型接型接型接型ICICICICカードを出さずに処理をする場合、あるいはカードを出さずに処理をする場合、あるいはカードを出さずに処理をする場合、あるいはカードを出さずに処理をする場合、あるいは
サーフェス運用にて複数の近接型サーフェス運用にて複数の近接型サーフェス運用にて複数の近接型サーフェス運用にて複数の近接型ICICICICカードを同時にカードを同時にカードを同時にカードを同時に
おいて、おいて、おいて、おいて、1111枚をアプリケーション用、枚をアプリケーション用、枚をアプリケーション用、枚をアプリケーション用、2222枚目を決済用枚目を決済用枚目を決済用枚目を決済用
などとして役割を分担させる運用形態。などとして役割を分担させる運用形態。などとして役割を分担させる運用形態。などとして役割を分担させる運用形態。

1111枚運用枚運用枚運用枚運用

複数枚運用複数枚運用複数枚運用複数枚運用

⑤ 衝突防止機能の一般化

従来から衝突防止として提案されていたものがあったが、今回 ISO/IEC 14443の中では

別な表現であらわれている。

従来の提案を一般化した衝突防止機能のオプションとして追加する。

⑥ 接触型の外部端子付き ICカードとの親和性

接触型の ICカードとの親和性は、コンビネーションカードの要求等が出てくるので、端

子付き ICカードと同様な伝送プロトコルなども考えていく必要がある。

衝突防止機能衝突防止機能衝突防止機能衝突防止機能

リーダライタの動作範囲に複数の近接型リーダライタの動作範囲に複数の近接型リーダライタの動作範囲に複数の近接型リーダライタの動作範囲に複数の近接型ICICICICカードが同時に入ることが前提としカードが同時に入ることが前提としカードが同時に入ることが前提としカードが同時に入ることが前提とし
たシステム構成であり、衝突防止機能は重要である。たシステム構成であり、衝突防止機能は重要である。たシステム構成であり、衝突防止機能は重要である。たシステム構成であり、衝突防止機能は重要である。
本規格では、本規格では、本規格では、本規格では、ISO/IEC14443ISO/IEC14443ISO/IEC14443ISO/IEC14443----3333の衝突防止に基本的に準拠するが、システム運用の衝突防止に基本的に準拠するが、システム運用の衝突防止に基本的に準拠するが、システム運用の衝突防止に基本的に準拠するが、システム運用
者等の多様性選択肢に考慮し、タイムスロット方式の者等の多様性選択肢に考慮し、タイムスロット方式の者等の多様性選択肢に考慮し、タイムスロット方式の者等の多様性選択肢に考慮し、タイムスロット方式のType BType BType BType B用用用用衝突防止も導入衝突防止も導入衝突防止も導入衝突防止も導入
する。する。する。する。

外部端子付き外部端子付き外部端子付き外部端子付きICICICICカードとの親和性カードとの親和性カードとの親和性カードとの親和性

コンビネーションカード、ハイブリッドカードなど外部端子付きコンビネーションカード、ハイブリッドカードなど外部端子付きコンビネーションカード、ハイブリッドカードなど外部端子付きコンビネーションカード、ハイブリッドカードなど外部端子付きICICICICカードとカードとカードとカードと
複合された近接型複合された近接型複合された近接型複合された近接型ICICICICカードの形態への要求も高い。カードの形態への要求も高い。カードの形態への要求も高い。カードの形態への要求も高い。
本規格では、本規格では、本規格では、本規格では、ISO/IEC14443ISO/IEC14443ISO/IEC14443ISO/IEC14443----4444の伝送プロトコルに基本的に準拠するが、外部の伝送プロトコルに基本的に準拠するが、外部の伝送プロトコルに基本的に準拠するが、外部の伝送プロトコルに基本的に準拠するが、外部
端子付き端子付き端子付き端子付きICICICICカードとの整合性に優れるカードとの整合性に優れるカードとの整合性に優れるカードとの整合性に優れるISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816----3333準拠準拠準拠準拠T=1T=1T=1T=1に対応するプロに対応するプロに対応するプロに対応するプロ
トコルも導入する。トコルも導入する。トコルも導入する。トコルも導入する。

図表 14　1枚運用と複数枚運用

図表 15　衝突防止機能、外部端子付き ICカードの親和性



⑦ 位置づけの明確化

近接型 ICカードの規格としては現在 5種類あり、物理的特性、電力伝送、信号インタフ

ェース、初期化および衝突防止、伝送プロトコルこれに対する試験方法が書かれている。

これを接触型で見てみると、同じように物理的特性、外部端子位置と寸法、電気信号と伝

送プロトコル、基本構造、共通コマンド、認証系・発行系の構成でできている。

これらを 2つあわせてみると、接触型の電気信号と伝送プロトコルまでは別々だが、上位

の共通コマンドについては、接触型との親和性を持って進めていかなければならない。

コマンド、上位層コマンド、上位層コマンド、上位層コマンド、上位層
データリンク層以降、ユーザーコマンド等のアプリケーション層は、データリンク層以降、ユーザーコマンド等のアプリケーション層は、データリンク層以降、ユーザーコマンド等のアプリケーション層は、データリンク層以降、ユーザーコマンド等のアプリケーション層は、
ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816----4444以降及び以降及び以降及び以降及びJICSAP V2.0JICSAP V2.0JICSAP V2.0JICSAP V2.0外部端子なし外部端子なし外部端子なし外部端子なしICICICICカード規格準拠とする。カード規格準拠とする。カード規格準拠とする。カード規格準拠とする。

ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443----4444

ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443----3333

ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443----2222

ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443----1111

・伝送プロトコル・伝送プロトコル・伝送プロトコル・伝送プロトコル

・初期化及び衝突防止・初期化及び衝突防止・初期化及び衝突防止・初期化及び衝突防止

・電力伝送及び信号インターフェース・電力伝送及び信号インターフェース・電力伝送及び信号インターフェース・電力伝送及び信号インターフェース

・物理特性・物理特性・物理特性・物理特性

・電気信号と伝送プロトコル・電気信号と伝送プロトコル・電気信号と伝送プロトコル・電気信号と伝送プロトコル

　　　　

・外部端子位置と寸法・外部端子位置と寸法・外部端子位置と寸法・外部端子位置と寸法

・物理特性・物理特性・物理特性・物理特性

ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816----9999
ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816----8888
ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816----4444

JICSAP V2.0JICSAP V2.0JICSAP V2.0JICSAP V2.0

・共通コマンド・共通コマンド・共通コマンド・共通コマンド

・基本構造・基本構造・基本構造・基本構造

・認証系・発行系・認証系・発行系・認証系・発行系・認証系・発行系

ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816----3333

ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816----2222

ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816----1111 ・試験方法・試験方法・試験方法・試験方法

ISO/IEC 10373ISO/IEC 10373ISO/IEC 10373ISO/IEC 10373----6666

・互換性向上仕様・互換性向上仕様・互換性向上仕様・互換性向上仕様
・運用多様化仕様・運用多様化仕様・運用多様化仕様・運用多様化仕様
・解説・留意事項・解説・留意事項・解説・留意事項・解説・留意事項

本規格の範囲本規格の範囲本規格の範囲本規格の範囲

（3）国際標準との整合性

検討課題としては、国際標準

際標準はそのまま包含し、規

キュメントの解説・留意事項と

①　互換性向上

電波結合のため、リーダ・ラ

それらの試験方法がまちまち

し詳細化、通信制御マトリック

② 運用多様化仕様

カードがお互いにアンテナを

あるときは変わる等の問題への

サーフェス運用とリモート運

合したプロトコル規定などで多

③　ドキュメントの解説・留意

解説・留意事項については、

触のため、電源・通信の不安定
図表 16　コマンド、上位層
13

との差異をどう扱い、どう表現するかが問題になったが、国

格独自の記述は次の①互換性向上、②運用多様化仕様、③ド

して記述した（図表 17）。

イタのコイル位置、コイル形状、カードのコイル位置など、

に評価されると困る。互換性向上仕様というのは、それに関

ス等を規定し、互換性の向上を図るということにある。

持つ関係から、空間的に共振周波数が 1枚、2枚、と複数枚

対応である。

用における動作磁界の関係、衝突防止、接触 ICカードと整

様化仕様に取り組む。

事項

通信原理・構成の解説をよりわかりやすいようにする。非接

領域というのが当然起こるため、動作の留意点、IC チップ
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が変わった場合の特性の留意事項を加えた。

運用多様化仕様（例）運用多様化仕様（例）運用多様化仕様（例）運用多様化仕様（例）

1111枚重ね、枚重ね、枚重ね、枚重ね、2222枚重ねの使用形態により、カードの共振周波数の設定方法枚重ねの使用形態により、カードの共振周波数の設定方法枚重ねの使用形態により、カードの共振周波数の設定方法枚重ねの使用形態により、カードの共振周波数の設定方法
サーフェス運用とリモート運用における動作磁界サーフェス運用とリモート運用における動作磁界サーフェス運用とリモート運用における動作磁界サーフェス運用とリモート運用における動作磁界
Type BType BType BType B衝突防止におけるタイムスロット方式の規定衝突防止におけるタイムスロット方式の規定衝突防止におけるタイムスロット方式の規定衝突防止におけるタイムスロット方式の規定
伝送プロトコル伝送プロトコル伝送プロトコル伝送プロトコルT=1T=1T=1T=1のののの非接触非接触非接触非接触ICICICICカードへの導入における差異を明確にしたカードへの導入における差異を明確にしたカードへの導入における差異を明確にしたカードへの導入における差異を明確にしたT=1T=1T=1T=1’規定規定規定規定

互換性向上仕様（例）互換性向上仕様（例）互換性向上仕様（例）互換性向上仕様（例）

近接型近接型近接型近接型ICICICICカードの推奨コイル位置、リーダライタのコイル形状カードの推奨コイル位置、リーダライタのコイル形状カードの推奨コイル位置、リーダライタのコイル形状カードの推奨コイル位置、リーダライタのコイル形状
試験方法の詳細化試験方法の詳細化試験方法の詳細化試験方法の詳細化
Type BType BType BType BののののATQBATQBATQBATQBにおけるにおけるにおけるにおけるAFIAFIAFIAFIののののIDIDIDID使用（固有使用（固有使用（固有使用（固有IDIDIDID化）化）化）化）
各通信制御マトリックスの規定各通信制御マトリックスの規定各通信制御マトリックスの規定各通信制御マトリックスの規定

解説・留意事項（例）解説・留意事項（例）解説・留意事項（例）解説・留意事項（例）

通信原理・構成の解説通信原理・構成の解説通信原理・構成の解説通信原理・構成の解説
電源・通信の不安定領域での動作における留意点電源・通信の不安定領域での動作における留意点電源・通信の不安定領域での動作における留意点電源・通信の不安定領域での動作における留意点
ICICICICチップ特性の留意点チップ特性の留意点チップ特性の留意点チップ特性の留意点
リーダライタの出力の多様化における留意点リーダライタの出力の多様化における留意点リーダライタの出力の多様化における留意点リーダライタの出力の多様化における留意点

記述方法記述方法記述方法記述方法

ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443、、、、ISO/IEC 10373ISO/IEC 10373ISO/IEC 10373ISO/IEC 10373----6666にににについては本文とし、附属書ついては本文とし、附属書ついては本文とし、附属書ついては本文とし、附属書
を参照箇所に挿入を参照箇所に挿入を参照箇所に挿入を参照箇所に挿入
互換性向上仕様、運用多様化仕様解説・留意点については、各互換性向上仕様、運用多様化仕様解説・留意点については、各互換性向上仕様、運用多様化仕様解説・留意点については、各互換性向上仕様、運用多様化仕様解説・留意点については、各
内容により□で囲んでオプションであることと、国際標準との内容により□で囲んでオプションであることと、国際標準との内容により□で囲んでオプションであることと、国際標準との内容により□で囲んでオプションであることと、国際標準との
差異であることを明確化差異であることを明確化差異であることを明確化差異であることを明確化

7777．．．．    第第第第 3333部部部部    共通コマンド共通コマンド共通コマンド共通コマンド

ISO/IEC 7816-4,8,9で規定されるファイル構造、セキュリティ構造、共通コマンド等は、

接触型 ICカードだけではなく、ISO/IEC 14443で規定される近接型 ICカードにおいても

適用する機能である。

（1）規定方針

今回の改定にあたっての「共通コマンド仕様」の規定方針は次のとおりである。

① 国際（ISO）／国内（JIS）の標準規格に合致すること。

JICSAP V1.1の制定後に規定された国際標準規格（ISO/IEC 7816-8,-9）の JIS化の制

定を受けて、セキュリティ機能、管理機能等をその中から取り入れる。

すべてのプログラムをマスクROM等の書き換えられないメモリに格納するような従来

タイプの IC カード（ネイティブ IC カード）用には、附属書 1 に「発行系コマンド」を

追加する。

② 実装規約とすること。

この仕様の内容は、単なる標準仕様書ではなく、実際に IC カード開発に用いる事が可

能な実装規約とする。従って、ISO/JIS標準規格が基本となるが、機能の実現にあたって

不足している部分等については、記述を追加する。

また、ISO/JIS標準規定では同じ機能が複数ある場合があるが、国内のアプリケーショ

図表 17　近接型 ICカードの主な検討課題
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ンに最適と思われる機能を選び規定している。

③ プラットフォーム型の ICカードにも実装可能なこと。

ネイティブ型 ICカードに加えて、ICカードが発行された後でも、アプリケーション機

能がプログラムダウンロードによって追加、変更が可能であり、不必要になれば削除も可

能とするプラットフォーム型の ICカード（以下、プラットフォーム型 ICカードと言う）

にも JICSAP仕様がひとつのアプリケーションとして実装可能とする。

例えば、Java CardTM、MULTOSTMカードと呼ばれるものが、これらのタイプの ICカ

ードであり、その柔軟性、移植性等の利便性から次世代 ICカードとして注目されている。

また、これらのタイプと従来のネイティブ型 ICカードが 1つのシステムの上で混用が

可能な規約となっていること。

④ EMV国際クレジットカード仕様、全銀協 ICキャッシュカード標準仕様等の金融取引

ICカード機能との共存が可能なこと。

金融取引 ICカード仕様としては、国際クレジットカードの標準である EMV（EuroPay

International、MasterCard International、VisaCard International）仕様が制定されて

国内でも利用が始まろうとしている。また、国内金融機関で用いられる「全銀協 ICキャ

ッシュカード標準仕様」が、EMV仕様との互換性を配慮して制定されている。

これらの金融取引アプリケーション IC カードに、他の分野のアプリケーションが搭載

される場合には、この JICSAP仕様で実現を可能とする。

（2）適用範囲

接触型、近接型の両方の ICカードに共通に利用可能な、ファイル構造、セキュリティ構

造、共通コマンドを規定する。

（3）具体的な検討内容

① ファイル構造の概念

ファイル構造について、Java CardやMULTOSのようなプラットフォーム型の ICカー

ドとの親和性を考慮した結果、JICSAP V1.1で DFの階層レベルを 2レベルまでとしてい

たところを 1 レベルまでとし、また、セキュリティステータスの継承については、オプシ

ョンとする方向で検討を進めている。プラットフォーム型の ICカードでは SELECT FILE

コマンドによってアプレット等のカードアプリケーションを選択する。

一方、JICSAP V1.1のような従来型カードでは SELECT FILEコマンドによって DFを

選択するが、2層目の DFであっても直接選択することが可能となっている。プラットフォ

ーム型の ICカードでは、これができない。

すなわち、仮に、カードアプリケーション内にファイル構造をもつと仮定したとき、プラ

ットフォーム型の ICカードでは、まず、カードアプリケーションを選択し、それから、カ

ードアプリケーション内の DFを選択する。直接、カードアプリケーション内の DFを選択

することはできない。そこで、両者の共通化を図れる部分として、カードアプリケーショ

ンの選択を DFの選択と同等と考え、1層目の DFまでの構造を必須にしようと考えている。



MFMFMFMF

EFEFEFEFDIRDIRDIRDIR

DFDFDFDF DFDFDFDF

EFEFEFEF EFEFEFEF

JICSAP2.0JICSAP2.0JICSAP2.0JICSAP2.0では、右図のようなファイル構造を規定する。では、右図のようなファイル構造を規定する。では、右図のようなファイル構造を規定する。では、右図のようなファイル構造を規定する。

MFMFMFMF直下に直下に直下に直下にEFEFEFEFDIRDIRDIRDIRが存在する（オプション）。が存在する（オプション）。が存在する（オプション）。が存在する（オプション）。

－－－－EFEFEFEFDIRDIRDIRDIRには、カード内に存在するには、カード内に存在するには、カード内に存在するには、カード内に存在するDFDFDFDF名が格納されて名が格納されて名が格納されて名が格納されて
いる。いる。いる。いる。

－ユーザは－ユーザは－ユーザは－ユーザはEFEFEFEFDIRDIRDIRDIRを読めば関連を読めば関連を読めば関連を読めば関連DFDFDFDF名を知ることができ名を知ることができ名を知ることができ名を知ることができ
る。る。る。る。

DFDFDFDFははははDFDFDFDF名（名（名（名（1111～～～～16161616バイト）によって選択される。バイト）によって選択される。バイト）によって選択される。バイト）によって選択される。DFDFDFDF名はカ名はカ名はカ名はカ
ード内で唯一でなければならない。ード内で唯一でなければならない。ード内で唯一でなければならない。ード内で唯一でなければならない。

セキュリティステータスは、選択されているセキュリティステータスは、選択されているセキュリティステータスは、選択されているセキュリティステータスは、選択されているDFDFDFDF（（（（MFMFMFMF））））内で内で内で内で
のみ有効とし、のみ有効とし、のみ有効とし、のみ有効とし、MFMFMFMFからからからからDFDFDFDF、、、、DFDFDFDFからその下位からその下位からその下位からその下位DFDFDFDFへの継承はへの継承はへの継承はへの継承は
オプションとする。オプションとする。オプションとする。オプションとする。

DFDFDFDFはははは少なくとも１レベルをサポートする。少なくとも１レベルをサポートする。少なくとも１レベルをサポートする。少なくとも１レベルをサポートする。

注意注意注意注意

概　要概　要概　要概　要

リセット後、リセット後、リセット後、リセット後、MFMFMFMFが選択はオプションである。が選択はオプションである。が選択はオプションである。が選択はオプションである。

ファイルの生成条件を含めて規定はオプションである。ファイルの生成条件を含めて規定はオプションである。ファイルの生成条件を含めて規定はオプションである。ファイルの生成条件を含めて規定はオプションである。

項　目項　目項　目項　目

MFMFMFMF直下の直下の直下の直下のEFEFEFEFのののの存在存在存在存在

JICSAP1.1JICSAP1.1JICSAP1.1JICSAP1.1 JICSAP2.0JICSAP2.0JICSAP2.0JICSAP2.0案案案案

ユーザが任意にユーザが任意にユーザが任意にユーザが任意に

EFEFEFEFをををを生成可能生成可能生成可能生成可能

EFEFEFEFDIRDIRDIRDIRのののの存在のみを存在のみを存在のみを存在のみを

規定（オプション）規定（オプション）規定（オプション）規定（オプション）

変更理由変更理由変更理由変更理由

セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ

ステータスの継承ステータスの継承ステータスの継承ステータスの継承

上位上位上位上位DFDFDFDF（（（（MFMFMFMF））））からからからから

下位下位下位下位DFDFDFDFへへへへ継承継承継承継承

継承はオプション）継承はオプション）継承はオプション）継承はオプション）

DFDFDFDFのののの最小階層レベル最小階層レベル最小階層レベル最小階層レベル 2222レベルまでを必須レベルまでを必須レベルまでを必須レベルまでを必須 1111レベルまでを必須レベルまでを必須レベルまでを必須レベルまでを必須

最小論理チャネル数最小論理チャネル数最小論理チャネル数最小論理チャネル数 2222個個個個 1111個個個個

DFDFDFDF選択時の選択時の選択時の選択時のFCIFCIFCIFCI応答応答応答応答 なしなしなしなし ありありありあり

データオブジェクトデータオブジェクトデータオブジェクトデータオブジェクト
構造ファイル構造ファイル構造ファイル構造ファイル

なしなしなしなし ありありありあり((((DO-WEF)DO-WEF)DO-WEF)DO-WEF)

アプリケーションデータはアプリケーションデータはアプリケーションデータはアプリケーションデータはDFDFDFDF
配下に置くべき配下に置くべき配下に置くべき配下に置くべき
マルチマルチマルチマルチAPAPAPAPカードとの親和性カードとの親和性カードとの親和性カードとの親和性

次頁参照次頁参照次頁参照次頁参照

マルチマルチマルチマルチAPAPAPAPカードとのカードとのカードとのカードとの

親和性親和性親和性親和性

EMVEMVEMVEMV仕様を考慮仕様を考慮仕様を考慮仕様を考慮

TLVTLVTLVTLV構造のデータの読書構造のデータの読書構造のデータの読書構造のデータの読書
きを可能にするためきを可能にするためきを可能にするためきを可能にするため

マルチマルチマルチマルチAPAPAPAPカードとのカードとのカードとのカードとの

親和性親和性親和性親和性

MFMFMFMF

EFEFEFEFDIRDIRDIRDIR

DFDFDFDF DFDFDFDF

EFEFEFEF

JICSAPJICSAPJICSAPJICSAP準拠準拠準拠準拠
アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション

JICSAPJICSAPJICSAPJICSAP非準拠非準拠非準拠非準拠
アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション

EFEFEFEFDIRDIRDIRDIRを読み出し関連を読み出し関連を読み出し関連を読み出し関連DFDFDFDFを確認にする。を確認にする。を確認にする。を確認にする。

－－－－DFDFDFDF配下のファイル構造および配下のファイル構造および配下のファイル構造および配下のファイル構造およびJICSAPJICSAPJICSAPJICSAPサポートコマンドはサポートコマンドはサポートコマンドはサポートコマンドは、、、、アプリケーションとして実装すアプリケーションとして実装すアプリケーションとして実装すアプリケーションとして実装す

－－－－AIDAIDAIDAID（（（（DFDFDFDF名）はアプリケーションを提供する者が名）はアプリケーションを提供する者が名）はアプリケーションを提供する者が名）はアプリケーションを提供する者がAIDAIDAIDAID登録機関に登録し設定する（登録機関に登録し設定する（登録機関に登録し設定する（登録機関に登録し設定する（MFMFMFMFについてについてについてについて
ははははJICSAPJICSAPJICSAPJICSAPとしてとしてとしてとしてAIDAIDAIDAID登録するかどうかは、今後の検討とする）登録するかどうかは、今後の検討とする）登録するかどうかは、今後の検討とする）登録するかどうかは、今後の検討とする）

－カード内には、－カード内には、－カード内には、－カード内には、JICSAPJICSAPJICSAPJICSAP非準拠のアプリケーションが存在しても良い。非準拠のアプリケーションが存在しても良い。非準拠のアプリケーションが存在しても良い。非準拠のアプリケーションが存在しても良い。

＊＊＊＊ATRATRATRATR直後に、直後に、直後に、直後に、MFMFMFMF或いは特定のファイルがカレントとなるデフォルトアプリケーション設定機或いは特定のファイルがカレントとなるデフォルトアプリケーション設定機或いは特定のファイルがカレントとなるデフォルトアプリケーション設定機或いは特定のファイルがカレントとなるデフォルトアプリケーション設定機
能は、多目的カードでの発行者毎の異なる設定の可能性からオプション機能とする。能は、多目的カードでの発行者毎の異なる設定の可能性からオプション機能とする。能は、多目的カードでの発行者毎の異なる設定の可能性からオプション機能とする。能は、多目的カードでの発行者毎の異なる設定の可能性からオプション機能とする。

　　

図表 18　ファイル構造の基本概念

図表 19  ファイル構造における JICSAP1.1との主な相違点
図表 20　マルチアプリケーション OSカードにおける JICSAP 2.0の実現
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また、TLV形式のデータ要素の格納ファイルについての記述が現 ISO/IEC 7816-4にない

ので、ニューメディア開発協会で新世代 ICカードプロジェクト時に開発した DO-WEFを

採用、追加している。これは DFの配下に１つもしくは複数のＤＯ－ＷＥFを異なるアクセ

ス権毎に置き、TLV形式のデータ要素をその中に格納するファイルである。TLV形式のデ

ータ要素の書込みは PUT　DATAコマンドを用いて行い、読出しは GET　DATAコマンド

を用いる。6月末に行われた ISO/IEC JTC1/SC17/WG4レンヌ国際会議にて、本機能の概

要説明を行った。

ＤＦ

Ｔ　|　Ｌ　|　Ｖ アクセス権
要求要件: TLV形式のデータ要素

毎にアクセス権をつける。

DO-WEF1
T|L|V

T|L|V

T|L|V

DO-WEF2
T|L|V

T|L|V

T|L|V

DO-WEF3
T|L|V

T|L|V

T|L|V

アクセス権１ アクセス権2 アクセス権3

特定のTLVを探すために、EF1～ＥＦ３の

垣根を越えてサーチを可能としている

＊　DFは以下のＴＬＶは、ユニークであること。
GET/ＰＵＴ　ＤＡＴＡコマンドがマルチプル機能

が無いため

② セキュリティステータスの

セキュリティステータスの継承

ットフォーム型の ICカードでは

セキュリティステータスの継承

DF においても参照することを可

として定義していた。

セキュリティステータスの継承

考えなおすと、アプリケーション

では適当でないとの理由から、こ

ネイティブ ICカードでは、たと

ションに利用できるというメリッ

プション機能として残すこととし

ム両方のタイプの ICカードが使

ステム開発する必要がある。

③ プラットフォーム型 ICカー
図表 21　DO－WEFについて
17

継承

については、従来型カードでは実現が容易であるが、プラ

実現が困難な機能である。

とは、例えば、MF に存在する鍵の認証結果を、下位の

能にする機能である。JICSAP V1.1 ではこの機能を必須

についてアプリケーションの独立性の確保という観点で

に依存する情報、キーなどを他の DF や MF に置くこと

の機能を廃止するという意見もあった。しかしながら、

えば１つの所有者パスワードで配下のすべてのアプリケー

トと JISAP V1.1との互換性を配慮して必須ではなく、オ

た。ただし、システム内でネイティブ、プラットフォー

用される場合には、このオプション規定を十分配慮してシ

ドのファイル構造
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MF、DF1、DF2のそれぞれを独立のアプリケーションファイルとして配置する。

ＭＦ或いは特定のＤＦを ICカードの初期化の時にカレントとするデフォルトアプリケー

ションという考えは、その後の検討によって以下の表のような結果を得た。すなわち、将

来のマルチアプリケーションカードには、本必須の機能とはならない。従って、デフォル

トアプリケーション機能は、オプションとする。

メリット
・ISO/JICSAPV1.1仕様等のネイティブ ICカードの初期自動選択が可能
となり、従来 ICカードシステムを変更しないでよい。
・処理速度の効率化が可能である。

デメリット

・マルチアプリケーションの場合に、発行者毎の初期自動選択ファイル
が異なる場合があり、システム側からは、その対応のため選択機能から
はじめることになる。
・デフォルトファイルが、実行するアプリケーションファイルかどうか
の確認に何らかの手段が必要になる。
・カードマネージャ等の機能が汎用 SELECT FILEコマンド機能以外に
必要となる。

④ アクセス権制御方式

ファイル構造と密接に関係するアクセス権の制御方法について、現状の流れをまとめた

のが図表 23である。従来 JICSAP V1.1によるアクセス権の制御方式は、キーの区分をつ

くり、7種類、7種類合計 14個のキーを設定できるようにしていた。

アクセス権制御におけるアクセスレベルとしては、3レベルあった。3レベルというのは、

例えばデータでいう「読む権限」、「追加、追記する権限」、「更新する権限」をいい、レベ

ル毎にアクセス権の制御を行うものである。また、この設定方式としては、発行コマンド

を規定していなかったことから、カード製造者が提供する発行ライブラリを用いて行うと

いうのが、JICSAP V1.1の仕様であったが、今回はアクセス権キーの数については、任意

数が設定できる。

アクセス権のレベルについては 3レベルでは足りないことを考慮して、DF、WEF、IEF

のアクセス対象毎にそれぞれ 5レベル、3レベル、4レベルの分類を設けた。

また、セキュアメッセージングを必要とするファイルに対して、セキュアメッセージング

なしでアクセスが可能であるとすると、これがセキュリティホールとなるため、セキュア

メッセージングする、しないをアクセス権として設定できるようにした。すなわち、セキ

ュアメッセージングをする、と設定されているファイルに対して、セキュアメッセージン

グなしでアクセスすることは許可しないというものである。

従来コマンドでは決定していなかったアクセス権設定方法については、ISO/IEC 7816―8、

9で発行コマンドを規定しているので、それを導入している。

図表 22　プラットフォームタイプにデフォルトアプリケーションのメリットとデメリット
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概　要概　要概　要概　要

ISO/IEC 7816-9ISO/IEC 7816-9ISO/IEC 7816-9ISO/IEC 7816-9に機能レベルで準拠。に機能レベルで準拠。に機能レベルで準拠。に機能レベルで準拠。

NMDANMDANMDANMDA仕様の採用を基本とし、簡略化を図った仕様の採用を基本とし、簡略化を図った仕様の採用を基本とし、簡略化を図った仕様の採用を基本とし、簡略化を図った。。。。

JICSAP1.1JICSAP1.1JICSAP1.1JICSAP1.1との相違点との相違点との相違点との相違点

項　目項　目項　目項　目

キー数キー数キー数キー数

JICSAP1.1JICSAP1.1JICSAP1.1JICSAP1.1 JICSAP2.0 JICSAP2.0 JICSAP2.0 JICSAP2.0 案案案案
キー区分の設定キー区分の設定キー区分の設定キー区分の設定
ユーザ認証用：ユーザ認証用：ユーザ認証用：ユーザ認証用：7777種種種種
ノード認証用：ノード認証用：ノード認証用：ノード認証用：7777種種種種

キーキーキーキーIDIDIDID（（（（IEF-IDIEF-IDIEF-IDIEF-ID））））のののの設定設定設定設定
任意数の設定が可能任意数の設定が可能任意数の設定が可能任意数の設定が可能

変更変更変更変更理由理由理由理由

アクセスレベルアクセスレベルアクセスレベルアクセスレベル
((((アクセスモードアクセスモードアクセスモードアクセスモード

））））

3333レベルレベルレベルレベル
セキュアメッセージング用、計セキュアメッセージング用、計セキュアメッセージング用、計セキュアメッセージング用、計
算系コマンド用、検証系コマン算系コマンド用、検証系コマン算系コマンド用、検証系コマン算系コマンド用、検証系コマン
ド用を追加ド用を追加ド用を追加ド用を追加

・・・・ISOISOISOISOにににに準拠させる。準拠させる。準拠させる。準拠させる。
・より柔軟なアクセ・より柔軟なアクセ・より柔軟なアクセ・より柔軟なアクセ
        ス権設定を可能にス権設定を可能にス権設定を可能にス権設定を可能に
        する。する。する。する。

アクセス権アクセス権アクセス権アクセス権

設定方法設定方法設定方法設定方法
発行ライブラリを発行ライブラリを発行ライブラリを発行ライブラリを

用いる用いる用いる用いる
発行コマンドを定義発行コマンドを定義発行コマンドを定義発行コマンドを定義
（オプション）（オプション）（オプション）（オプション）

⑤ セキュリティ環境

セキュリティ環境は、JICSAP V1.1の制定時点ではなかった新しい概念であり、ISO/IEC

7816－9に規定されている。

セキュリティ環境は、大きく分けて 2つある。1つはセキュアメッセージングのセキュリ

ティ環境であり、セキュアメッセージングを行う際に使用する鍵、暗号アルゴリズム等を

特定するものである。もう 1 つはセキュリティ関連コマンドのセキュリティ環境であり、

証明書を検証するコマンドや署名生成するコマンドにおいて使用する鍵、暗号アルゴリズ

ム、補助データ等を特定するものである。

ISOでは、セキュリティ環境に設定されている情報を ICカードに問い合わせ、端末側に

通知する規定があるが、例えば、セキュアメッセージングに使用する鍵がどこにあって、

どんな暗号アルゴリズムを使用するかは、IC カードの設定時、あるいは発行時に決まって

おり、IC カードにアクセスするシステム側にとって既知であると考えられるため、今回の

仕様では、セキュリティ環境の情報を ICカードから通知する機能は規定外とすることにし

た。

図表 23　アクセス権制御方式
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概　要概　要概　要概　要

セキュリティ環境は、セキュリティ環境は、セキュリティ環境は、セキュリティ環境は、JICSAP1.1JICSAP1.1JICSAP1.1JICSAP1.1にはない概念。にはない概念。にはない概念。にはない概念。ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816----9999にににに規定される。規定される。規定される。規定される。
NMDANMDANMDANMDA仕様を参考にし、より簡易な実現方法とした。仕様を参考にし、より簡易な実現方法とした。仕様を参考にし、より簡易な実現方法とした。仕様を参考にし、より簡易な実現方法とした。

検討状況検討状況検討状況検討状況

DFDFDFDF毎にセキュリティ環境を少なくとも１つ持つこととする。毎にセキュリティ環境を少なくとも１つ持つこととする。毎にセキュリティ環境を少なくとも１つ持つこととする。毎にセキュリティ環境を少なくとも１つ持つこととする。
設定方法については規定しない方向。設定方法については規定しない方向。設定方法については規定しない方向。設定方法については規定しない方向。
セキュリティ環境には以下の２つがある。セキュリティ環境には以下の２つがある。セキュリティ環境には以下の２つがある。セキュリティ環境には以下の２つがある。

●セキュアメッセージングのセキュリティ環境●セキュアメッセージングのセキュリティ環境●セキュアメッセージングのセキュリティ環境●セキュアメッセージングのセキュリティ環境
　－コマンド、レスポンスの認証・暗号の要否を特定する。　－コマンド、レスポンスの認証・暗号の要否を特定する。　－コマンド、レスポンスの認証・暗号の要否を特定する。　－コマンド、レスポンスの認証・暗号の要否を特定する。
　－識別子によってその認証・暗号の種類、鍵、方式を特定する。　－識別子によってその認証・暗号の種類、鍵、方式を特定する。　－識別子によってその認証・暗号の種類、鍵、方式を特定する。　－識別子によってその認証・暗号の種類、鍵、方式を特定する。
●セキュリティ関連コマンドのセキュリティ環境●セキュリティ関連コマンドのセキュリティ環境●セキュリティ関連コマンドのセキュリティ環境●セキュリティ関連コマンドのセキュリティ環境
　－識別子によってセキュリティ関連機能の種類、鍵、方式を特定する。　－識別子によってセキュリティ関連機能の種類、鍵、方式を特定する。　－識別子によってセキュリティ関連機能の種類、鍵、方式を特定する。　－識別子によってセキュリティ関連機能の種類、鍵、方式を特定する。

【注釈】【注釈】【注釈】【注釈】
　　　　ISOISOISOISO規格で、これらをデータオブジェクトとして端末に通知できる規定があるが、規格で、これらをデータオブジェクトとして端末に通知できる規定があるが、規格で、これらをデータオブジェクトとして端末に通知できる規定があるが、規格で、これらをデータオブジェクトとして端末に通知できる規定があるが、
　次の理由から、　次の理由から、　次の理由から、　次の理由から、JICSAP2.0JICSAP2.0JICSAP2.0JICSAP2.0ではではではではTLVTLVTLVTLVデータの通知はオプション機能として規定する。データの通知はオプション機能として規定する。データの通知はオプション機能として規定する。データの通知はオプション機能として規定する。
　　　　　　　　　　　　ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどのAPAPAPAPでは、端末とでは、端末とでは、端末とでは、端末とICICICICカードの間で環境が既知であるため通知の必要がない。カードの間で環境が既知であるため通知の必要がない。カードの間で環境が既知であるため通知の必要がない。カードの間で環境が既知であるため通知の必要がない。
　　　　　　　　　　　　各各各各DFDFDFDF選択毎に大量の選択毎に大量の選択毎に大量の選択毎に大量のTLVTLVTLVTLVデータを出力することは、処理速度の低下につながる。データを出力することは、処理速度の低下につながる。データを出力することは、処理速度の低下につながる。データを出力することは、処理速度の低下につながる。

⑥　セキュアメッセージ

セキュアメッセージングは、JICSAP V1.1では Change PINコマンドにしか適用しなか

ったが、今回はすべてのコマンドに適用できるように規定した。ベースは、ニューメディ

ア開発協会で検討された仕様を参考に、それを簡略化しても動作に問題が起こらないとい

う部分を前提に再検討している。

セキュアメッセージングは、コマンドおよびレスポンスを暗号化するか、認証するか、あ

るいは、暗号化と認証の両方を行うかで 3 種類の機能に分類できる。今回の仕様では、セ

キュリティレベルが高く、運用上最も利用されると考えられる暗号化と認証の両方を行う

機能のみを規定している。また、上記の暗号化と認証はセッション鍵を用いて行うことと

したため、セッション鍵の生成方法についても規定している。

JICSAP1.1JICSAP1.1JICSAP1.1JICSAP1.1のののの課題課題課題課題

CHANGE KEYCHANGE KEYCHANGE KEYCHANGE KEYコマンドのみを対象とする規定となっていた。コマンドのみを対象とする規定となっていた。コマンドのみを対象とする規定となっていた。コマンドのみを対象とする規定となっていた。

主な改善点主な改善点主な改善点主な改善点

すべてのコマンドを対象とする規定に拡充する。すべてのコマンドを対象とする規定に拡充する。すべてのコマンドを対象とする規定に拡充する。すべてのコマンドを対象とする規定に拡充する。

NMDANMDANMDANMDA仕様の簡略化を図る。仕様の簡略化を図る。仕様の簡略化を図る。仕様の簡略化を図る。

－レスポンスディスクリプタを付与しない。－レスポンスディスクリプタを付与しない。－レスポンスディスクリプタを付与しない。－レスポンスディスクリプタを付与しない。

－コマンドメッセージとレスポンスメッセージの鍵の共用化（認証用鍵、暗号化用鍵－コマンドメッセージとレスポンスメッセージの鍵の共用化（認証用鍵、暗号化用鍵－コマンドメッセージとレスポンスメッセージの鍵の共用化（認証用鍵、暗号化用鍵－コマンドメッセージとレスポンスメッセージの鍵の共用化（認証用鍵、暗号化用鍵
））））

その他その他その他その他

セッション鍵生成方法（附属書）セッション鍵生成方法（附属書）セッション鍵生成方法（附属書）セッション鍵生成方法（附属書）

図表 24　セキュリティ環境の導入

図表 25　セキュアメッセージングの機能拡充
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JICSAP2.0JICSAP2.0JICSAP2.0JICSAP2.0では、すべてのコマンドに対しセキュアメッセージングが適用可能とする。では、すべてのコマンドに対しセキュアメッセージングが適用可能とする。では、すべてのコマンドに対しセキュアメッセージングが適用可能とする。では、すべてのコマンドに対しセキュアメッセージングが適用可能とする。

認証認証認証認証

暗号化暗号化暗号化暗号化

暗号化＋認証暗号化＋認証暗号化＋認証暗号化＋認証

認証認証認証認証

暗号化暗号化暗号化暗号化

暗号化＋認証暗号化＋認証暗号化＋認証暗号化＋認証

認証認証認証認証

暗号化暗号化暗号化暗号化

暗号化＋認証暗号化＋認証暗号化＋認証暗号化＋認証

認証認証認証認証

暗号化暗号化暗号化暗号化

暗号化＋認証暗号化＋認証暗号化＋認証暗号化＋認証

コマンドコマンドコマンドコマンド レスポンスレスポンスレスポンスレスポンス

○○○○

－－－－

－－－－

○○○○

－－－－

○（認証のみ）○（認証のみ）○（認証のみ）○（認証のみ）

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

－－－－

－－－－

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

－－－－

○（認証のみ）○（認証のみ）○（認証のみ）○（認証のみ）

○○○○

○○○○

○○○○

Case1Case1Case1Case1

コマンド：データ無コマンド：データ無コマンド：データ無コマンド：データ無
　レスポンス：データ無　レスポンス：データ無　レスポンス：データ無　レスポンス：データ無

分　　類分　　類分　　類分　　類 機能種別機能種別機能種別機能種別

Case2Case2Case2Case2

コマンド：データ無コマンド：データ無コマンド：データ無コマンド：データ無
　レスポンス：データ有　レスポンス：データ有　レスポンス：データ有　レスポンス：データ有

Case3Case3Case3Case3

コマンド：データ有コマンド：データ有コマンド：データ有コマンド：データ有
　レスポンス：データ無　レスポンス：データ無　レスポンス：データ無　レスポンス：データ無

Case4Case4Case4Case4

コマンド：データ有コマンド：データ有コマンド：データ有コマンド：データ有
　レスポンス：データ有　レスポンス：データ有　レスポンス：データ有　レスポンス：データ有

JICSAP1.1JICSAP1.1JICSAP1.1JICSAP1.1の規定範囲の規定範囲の規定範囲の規定範囲

⑦　コマンド

図表 27にコマンド一覧を示す。

基本コマンドとしては、DO-WEFに格納されている TLV形式のデータ要素の読出しに使

用する GET　DATAコマンド、書込みに使用する PUT DATAコマンドを追加した。

管理系コマンドについては、基本的に JICSAP V1.1と機能的にはほぼ同様であるが、ISO

に合わせて名称を変更している。セキュリティ関連コマンド、発行コマンド(主にネイティ

ブ ICカード用)は、ISO/IEC 7816－8,9に示されるコマンドを追加することとした。

図表 26　セキュアメッセージングの規定範囲



分類分類分類分類

基本コマンド基本コマンド基本コマンド基本コマンド

JICSAP1.1JICSAP1.1JICSAP1.1JICSAP1.1 JICSAP2.0JICSAP2.0JICSAP2.0JICSAP2.0
READ BINARY
WRITE BINARY
UPDATE BINARY
READ RECORD(S)
WRITE RECORD
APPEND RECORD
UPDATE RECORD
SELECT FILE
VERIFY
INTERNAL AUTHENTICATE
EXTERNAL AUTHENTICATE
GET CHALLENGE

　READ BINARY
　WRITE BINARY
　UPDATE BINARY
　READ RECORD(S)
　WRITE RECORD
　APPEND RECORD
　UPDATE RECORD
　SELECT FILE
　VERIFY
　INTERNAL AUTHENTICATE
　EXTERNAL AUTHENTICATE
　GET CHALLENGE
○GET DATA
○PUT DATA

管理コマンド管理コマンド管理コマンド管理コマンド

LOCK DF
UNLOCK DF
UNLOCK KEY
CHANGE KEY
ERASE ALL RECORDS

　DEACTIVATE FILE
　ACTIVATE FILE
　RESET RETRY COUNTER
　CHANGE REFERENCE DATA
　ERASE ALL RECORDS

セキュリティ関連セキュリティ関連セキュリティ関連セキュリティ関連

コマンドコマンドコマンドコマンド

○MANAGE SECURITY ENVIRONMENT
○COMPUTE DIGITAL SIGNATURE
○VERIFY DIGITAL SIGNATURE
○VERIFY CERTIFICATE
○GENERATE PUBLIC KEY
○GET SESSION KEY

発行コマンド発行コマンド発行コマンド発行コマンド
○CREATE FILE
○DELETE  FILE
○MANAGE ATTRIBUTE

8888．．．．    第第第第 4444部部部部    高速処理用高速処理用高速処理用高速処理用 ICICICICカーカードカーカード

（1）高速処理コマンド対応の検

近接型のカード市場が有望であ

本の IC テレホンカードのほか、

ム、IT 整備都市研究事業、コン

免許証、パスポートなどに近接型

従来の接触型のコマンドでは、

今後処理のスピードアップには高

速データ転送と関連させて高速コ

使ってもらえるよう、国際標準化

（注）○はJICSAP2.0で新規に追加したコマンドを表す。また、斜体文字は、ISOに定義されないコマンドを表す。
図表 27　コマンド機能
22

ドド

討

る（図表 28）。既に実用化されている NTT東日本・西日

現在実験されている JR 東日本の IC カード出改札システ

ビネーション／ハイブリッドカード、住民基本台帳、運転

ICカードが採用され、将来が有望視されている。

処理をするたびに多くのコマンドを発行する必要がある。

速処理コマンド、高速処理機能が必要となってくる。高

マンドを検討しているが、国内ばかりでなく、海外でも

を視野に入れて検討した。
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非接触近接型非接触近接型非接触近接型非接触近接型ICICICICカードカードカードカード 有望市場有望市場有望市場有望市場
NTT IC NTT IC NTT IC NTT IC テレホンカードテレホンカードテレホンカードテレホンカード
http//www.http//www.http//www.http//www.jicsapjicsapjicsapjicsap.com.com.com.com
http://www.http://www.http://www.http://www.nttnttnttntt----easteasteasteast.co..co..co..co.jpjpjpjp
http://www.http://www.http://www.http://www.nttnttnttntt----westwestwestwest.co..co..co..co.jpjpjpjp

ITITITIT装備都市研究事業装備都市研究事業装備都市研究事業装備都市研究事業
((((平成平成平成平成12121212年度補正予算：年度補正予算：年度補正予算：年度補正予算：172172172172億円）億円）億円）億円）
http://www.http://www.http://www.http://www.nmdanmdanmdanmda.or..or..or..or.jpjpjpjp

JRJRJRJR東日本東日本東日本東日本ICICICICカード出改札システムカード出改札システムカード出改札システムカード出改札システム
（平成（平成（平成（平成13131313年末、年末、年末、年末、650650650650万枚）万枚）万枚）万枚）
http://www.http://www.http://www.http://www.jicsapjicsapjicsapjicsap.com.com.com.com

コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション////ハイブリッドタイプハイブリッドタイプハイブリッドタイプハイブリッドタイプ
((((キャンパス、キャンパス、キャンパス、キャンパス、IDIDIDIDカード等）カード等）カード等）カード等）

住民基本台帳カード（？）、運転免許住民基本台帳カード（？）、運転免許住民基本台帳カード（？）、運転免許住民基本台帳カード（？）、運転免許
証、パスポート、電子マネー、次世代証、パスポート、電子マネー、次世代証、パスポート、電子マネー、次世代証、パスポート、電子マネー、次世代
携帯電話（？）など携帯電話（？）など携帯電話（？）など携帯電話（？）など

高速処理機能高速処理機能高速処理機能高速処理機能

①①①①利用者の使い勝手利用者の使い勝手利用者の使い勝手利用者の使い勝手
②②②②ICICICICカード、カード、カード、カード、R/WR/WR/WR/Wのメンテナンス性のメンテナンス性のメンテナンス性のメンテナンス性
③伝送効率③伝送効率③伝送効率③伝送効率

技術開発成果の国際標準化と高速アクセ技術開発成果の国際標準化と高速アクセ技術開発成果の国際標準化と高速アクセ技術開発成果の国際標準化と高速アクセ
ス処理を必要とする分野への応用と普及ス処理を必要とする分野への応用と普及ス処理を必要とする分野への応用と普及ス処理を必要とする分野への応用と普及

高速データ伝送高速データ伝送高速データ伝送高速データ伝送
＋＋＋＋

ラッシュアワー等混雑時の高速処理ラッシュアワー等混雑時の高速処理ラッシュアワー等混雑時の高速処理ラッシュアワー等混雑時の高速処理

（2）高速処理コマンドの必要性

高速処理コマンドの必要性では、高速機能を有するカードの物理的特性、電波インタフェ

ース、伝送プロトコル、ファイル構造やコマンドを規定していく。接触型 ICカードでは最

初にファイルを選び、その中のレコードを指定して読むなど、一つ一つのファイルを処理

していく形をとっている。高速処理コマンドでは、複数のファイルをファイル相互のセキ

ュリティを保ちながら、少ないトランザクションによって一度に複数のファイルを同時に

処理できるようにしている。

高速処理機能は、鉄道の出改札口、劇場、コンサート、テーマパークなど短時間に人が集

中する環境での適用効果が期待される。

9999．．．． JIS JIS JIS JIS化作業　化作業　化作業　化作業　ICICICICカードの互換性、システムの相互運用性を目指してカードの互換性、システムの相互運用性を目指してカードの互換性、システムの相互運用性を目指してカードの互換性、システムの相互運用性を目指して

JICSAP V2.0の改版が終了した後の作業をうけて、JIS化作業を開始する。

JICSAPでは国際標準規格を基本に、国内の各分野の ICカード要求機能を加えた規格作

りと、必要な場合、それらの国内規格を国際の場への提案を関係機関と協力して行ってい

く方針をとっている。

たしかに、ISO/IECの ICカード国際規格に対応する JIS化は進んでいるものの、異なる

分野間の ICカード機能の互換性を保とうとする場合、ISO/JISでは最小限の要求事項が記

述され、オプション機能が多いこと等から、要求される機能の実現の仕組みや、セキュリ

ティ要件の実現方法等を加えた実装規約が必要となる。

JICSAP では、現在までに業界標準 JICSAP 仕様の制定、長期にわたる仕様書メンテナ

図表 28　高速処理コマンド対応の検討
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ンス、仕様書の英訳等を行った広報活動も含めて実績がある。今後も国内共通仕様の実現

のために関係省庁、関係諸団体の理解と協力を得てこのような活動を続けていく所存であ

る。

今回は JICSAP V2.0をベースに、国内工業標準 JISの制定を目指すこととしている。

JIS化するにあたっては、公的な規格となるので取り扱いが大変になるというような意見

もあるが、日本独特の「おもて磁気ストライプカード」等も JISで制定されている。

しかし、このような規格はカード製造者、端末製造者にとっては、５年間の規格の有効期

間が定められることから、生産計画が立てやすくなり、その量産効果による製品価格の低

廉化が期待でき、各機器との互換性、取り扱いの汎用性という点でも大変重要な効果があ

る。

むしろ、開発者が勝手に機能、特に ISO／JISの類似機能を独自の機能としてつくるのは、

オープンシステムに用いるのは互換性だけはなく、公平性が要求される国際間取引や国内

取引でも特定業者に依存する製品になってしまう可能性が懸念されるため、できるだけ避

けなければならない。また、将来製品の輸出ということを考えると業者が国内向け、国際

向けというような別々な製品を製造しなければならないという状況も好ましくないと考え

る。

なお、国内共通アプリケーションの実現において、端末でカードコマンド機能の違いを

吸収するという考え方もあるが、初期の処置、あるいは最小限の処置としては容認できる

としても、将来にわたる技術としては、端末の煩雑化により低廉化に問題が生ずるだけで

はなく、どこまで予備拡張性を具備しておく必要があるかといった問題、運用管理等の問

題があり、関係者にこのよな方法の適性について一考を再度願いたい。

従って、ICカード及び関連端末等は、その分野独特な機能以外はできるだけ ISO/JISに

整合させるのが、標準化の本質であると考える。

もし、規格の内容に瑕疵、特許問題による不公平技術の露見、著しい技術の発展に伴う仕

様の陳腐化時には、いつでも変更、修正、追加というような手段を用いて正しい規格の運

営を行うことは可能である。

もちろん、原案作成を進めるにあたっては勝手に JICSAP 内だけで規定するものではな

く、利用される方々のご意見を十分に受けて、中央省庁の国際調達や WTO/TBT 協定との

関連、関係者・機関との業務要求等の調整で互いの必要要件の理解を深め、審議にあたっ

ても透明性、公平性の確保などおこなう所存である。
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システム間の共用不可システム間の共用不可システム間の共用不可システム間の共用不可

多目的利用が困難多目的利用が困難多目的利用が困難多目的利用が困難

互換性のないシステム乱立互換性のないシステム乱立互換性のないシステム乱立互換性のないシステム乱立

デファクトで解決デファクトで解決デファクトで解決デファクトで解決

海外市場への対応海外市場への対応海外市場への対応海外市場への対応
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（1）ICカードの国際

JICSAP では、IC カ

活動の内容は JIS原案

接触型の大部分、と
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非接触 ICカードは、通

安として 3種類に分類
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図表 29　国内 ICカード実装規約の JIS化提案
標準化

ードの標準化活動について標準化部会を軸にして取り組んでおり、

の作成、JICSAP仕様の策定などが柱となっている。

くに非接触型については密着、近接、近傍のすべての JIS 原案を

る。ICカードの国際標準規格の分類を示すと、図表 30のようになる。

信距離によって、密着型が 2mm、近接が 10cm、近傍が 70cmを目

されている。

rated Circuit(s) Cardrated Circuit(s) Cardrated Circuit(s) Cardrated Circuit(s) Card
SO/IEC JTC1/SC17)SO/IEC JTC1/SC17)SO/IEC JTC1/SC17)SO/IEC JTC1/SC17)
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ICICICICカードカードカードカード

IC CardIC CardIC CardIC Card
With ContactsWith ContactsWith ContactsWith Contacts
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図表 30　ICカードの ISOでの分類
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非接触 ICカードでは、接触型の ICカードと異なり、リーダ・ライタに ICカードを入れ

るということがないため、接触型に比べて、リーダ・ライタやカードの故障が少なく、メ

ンテナンス性の面では優れている。

また、接触型との伝送速度の比較においても、近接型は 106kbit/sということでかなり速

くなっている。この点なども、非常に期待されている機能の一つである。実際には接触型

に比べて、システム面では技術的になかなか難しい所もあり、IC カードの先進国のヨーロ

ッパでは標準化が早く進み、カード技術、システム両面で近接型よりも容易、確実といっ

たような理由から、もっぱら接触型 ICカードが普及してきている。

三つの非接触型カードのうち、特に現在、市場的に最も有望視されているのは近接型であ

る。2001年末首都圏で本格導入される JR東日本の ICカード定期券「Suica」は、この近

接型であり、すでに商業サービスで提供されている NTT東日本・西日本の IC テレホンカ

ードも同じ近接型であるが、通信仕様は異なっている。

また最近、公募で 21のコンソーシアムも決まったばかりの NMDAの IT装備都市研究事

業では、補正予算 172億円で大規模な実証実験をやろうとしている。ここで使用される IC

カードも、近接型の ICカードであることが絶対条件とされている。

図表 35が IC カードの国際標準化の組織である。IC カードの国際標準については、ISO

と IEC のジョイント・コミッティ、そういった形での審議が、テーマごとの WG（ワーキ

ング・グループ）で行われている。WG1 から WG10 までのうち 2 と 6 は欠番になってい

るが、WG4で接触型、WG8で非接触型が検討されている。

IEC:IEC:IEC:IEC:国際電気標準会議国際電気標準会議国際電気標準会議国際電気標準会議 ISOISOISOISO：：：：国際標準化機構国際標準化機構国際標準化機構国際標準化機構

ISO/IEC JTCI/SC17ISO/IEC JTCI/SC17ISO/IEC JTCI/SC17ISO/IEC JTCI/SC17
識別カードと周辺機器の識別カードと周辺機器の識別カードと周辺機器の識別カードと周辺機器の
規格対策委員会規格対策委員会規格対策委員会規格対策委員会

ISO/TC 68/SC6ISO/TC 68/SC6ISO/TC 68/SC6ISO/TC 68/SC6
銀行及び金融サービス業務専門委員会銀行及び金融サービス業務専門委員会銀行及び金融サービス業務専門委員会銀行及び金融サービス業務専門委員会////
金融取引用カードの規格化検討委員会金融取引用カードの規格化検討委員会金融取引用カードの規格化検討委員会金融取引用カードの規格化検討委員会

ISO/TC 215ISO/TC 215ISO/TC 215ISO/TC 215
保健医療情報分野保健医療情報分野保健医療情報分野保健医療情報分野
の専門委員会の専門委員会の専門委員会の専門委員会

WG1:WG1:WG1:WG1:識別カードの物理識別カードの物理識別カードの物理識別カードの物理
的特性及び試験方法的特性及び試験方法的特性及び試験方法的特性及び試験方法

WG3:WG3:WG3:WG3:機械読取旅券機械読取旅券機械読取旅券機械読取旅券

WG4:WG4:WG4:WG4:接触型接触型接触型接触型ICICICICカードカードカードカード

WG5:WG5:WG5:WG5:カード発行者番号登録カード発行者番号登録カード発行者番号登録カード発行者番号登録

WG8:WG8:WG8:WG8:非接触非接触非接触非接触ICICICICカードカードカードカード

WG9:WG9:WG9:WG9:光カード光カード光カード光カード

WG10:WG10:WG10:WG10:運転免許証運転免許証運転免許証運転免許証

WG5:ICWG5:ICWG5:ICWG5:ICカードと端末間ﾒｯｾｰｼﾞカードと端末間ﾒｯｾｰｼﾞカードと端末間ﾒｯｾｰｼﾞカードと端末間ﾒｯｾｰｼﾞ

WG6:WG6:WG6:WG6:リテールバンキングにリテールバンキングにリテールバンキングにリテールバンキングに
おけるセキュリティおけるセキュリティおけるセキュリティおけるセキュリティ

WG7:ICWG7:ICWG7:ICWG7:ICカードを利用したカードを利用したカードを利用したカードを利用した
金融システムのセキュリティ金融システムのセキュリティ金融システムのセキュリティ金融システムのセキュリティ

WG1:Health RecordsWG1:Health RecordsWG1:Health RecordsWG1:Health Records
and and and and Modelling Modelling Modelling Modelling 
coordinationcoordinationcoordinationcoordination

WG2:Messaging andWG2:Messaging andWG2:Messaging andWG2:Messaging and
CommunicationCommunicationCommunicationCommunication

WG3:Health ConceptWG3:Health ConceptWG3:Health ConceptWG3:Health Concept
RepresentationRepresentationRepresentationRepresentation

WG4:SecurityWG4:SecurityWG4:SecurityWG4:Security

WG5:Health CardsWG5:Health CardsWG5:Health CardsWG5:Health Cards

ISOISOISOISO化化化化

WG7:ICWG7:ICWG7:ICWG7:ICｶｰﾄﾞｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ登録ｶｰﾄﾞｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ登録ｶｰﾄﾞｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ登録ｶｰﾄﾞｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ登録

（2）JIS原案作成

ICカードの国内標準化あ
図表 31　ICカードの国際標準化組織
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るいは国際標準化に対応する組織は、図表 31のとおりである。



IC カードに限らずカード全般については、日本事務機械工業会が一元的に国内の委員会と

して対応をしている。

金融関係では日本銀行金融研究所、医療関係では医療情報システム開発センターが、それ

ぞれ国の指定機関ということで活動している。相互に連携を取りながら JICSAPも含めて、

国際提案から JIS原案を作成している。

日本工業標準調査会（事務局：経済産業省産業技術環境局）日本工業標準調査会（事務局：経済産業省産業技術環境局）日本工業標準調査会（事務局：経済産業省産業技術環境局）日本工業標準調査会（事務局：経済産業省産業技術環境局）

SC17SC17SC17SC17国内委員会国内委員会国内委員会国内委員会
（日本事務機械工業会）（日本事務機械工業会）（日本事務機械工業会）（日本事務機械工業会）

日本規格協会日本規格協会日本規格協会日本規格協会

SC6SC6SC6SC6国内検討委員会国内検討委員会国内検討委員会国内検討委員会
（日本銀行金融研究所）（日本銀行金融研究所）（日本銀行金融研究所）（日本銀行金融研究所）

全国銀行協会連合会全国銀行協会連合会全国銀行協会連合会全国銀行協会連合会
（（（（ICICICICカード部会）カード部会）カード部会）カード部会）

TC215TC215TC215TC215国内対策委員会国内対策委員会国内対策委員会国内対策委員会
（医療情報システム開発センター）（医療情報システム開発センター）（医療情報システム開発センター）（医療情報システム開発センター）

ICICICICカードシステム利用促進協議会カードシステム利用促進協議会カードシステム利用促進協議会カードシステム利用促進協議会

流通システム開発センター流通システム開発センター流通システム開発センター流通システム開発センター

ニューメディア開発協会ニューメディア開発協会ニューメディア開発協会ニューメディア開発協会

IECIECIECIEC国内委員会国内委員会国内委員会国内委員会

JISJISJISJIS化化化化

JICSAPの標準化活動におけ

これまでに JICSAPが作成し

と非接触密着型については、比

JIS X 6321のパート１、2及

その後の JIS原案については

型は JIS X 6300-8、JIS X 63

れに対応する試験法法も一括し

原案作成作業は、2001年 2月

され、日本規格協会より購入で
図表 32　ICカードの JIS化組織
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る柱は、JIS原案作成と JICSAP仕様策定の 2つであるが、

た ICカードの JIS原案は、図表 33のとおりである。接触型

較的早く国際標準が進んだということもあって、1998年に

び 3が制定されている。

、いずれも平成 12年度に原案を作成した規格であり、接触

00-9の 2本である。非接触型は近接型と近傍型、またそれぞ

て JIS原案を作成しており、JICSAPの平成12年度分のJIS

で基本的に完了している。今後順次、JIS規格票として出版

きるようになる。



接触型接触型接触型接触型 非接触型非接触型非接触型非接触型

ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816----4444
（（（（共通コマンド）共通コマンド）共通コマンド）共通コマンド）
JISJISJISJIS原案作成原案作成原案作成原案作成(94(94(94(94年度）年度）年度）年度）

JIS X 6306JIS X 6306JIS X 6306JIS X 6306
(95.10.1(95.10.1(95.10.1(95.10.1制定）制定）制定）制定）

ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816----3333
((((電送信号及びプロトコル電送信号及びプロトコル電送信号及びプロトコル電送信号及びプロトコル))))
JISJISJISJIS改正原案作成改正原案作成改正原案作成改正原案作成(95(95(95(95年度）年度）年度）年度）

JIS X 6304JIS X 6304JIS X 6304JIS X 6304
(96.1.20(96.1.20(96.1.20(96.1.20改正）改正）改正）改正）

ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816----1.21.21.21.2
((((物理的特性と端子位置）物理的特性と端子位置）物理的特性と端子位置）物理的特性と端子位置）
JISJISJISJIS改正原案作成改正原案作成改正原案作成改正原案作成(98(98(98(98年度）年度）年度）年度）

JIS X 6303JIS X 6303JIS X 6303JIS X 6303
(00.1.20(00.1.20(00.1.20(00.1.20改正）改正）改正）改正）

ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816----3333
((((電送信号及び伝送プロトコル電送信号及び伝送プロトコル電送信号及び伝送プロトコル電送信号及び伝送プロトコル))))

JISJISJISJIS原案作成原案作成原案作成原案作成(98(98(98(98年度）年度）年度）年度）

JIS X 6304JIS X 6304JIS X 6304JIS X 6304
（（（（00.1.2000.1.2000.1.2000.1.20改正）改正）改正）改正）

ISO/IEC 10536ISO/IEC 10536ISO/IEC 10536ISO/IEC 10536----1.2.31.2.31.2.31.2.3
((((密着型密着型密着型密着型))))

JISJISJISJIS原案作成原案作成原案作成原案作成(96(96(96(96年度年度年度年度))))

JIS X 6321JIS X 6321JIS X 6321JIS X 6321----1.2.31.2.31.2.31.2.3
(98.1.20(98.1.20(98.1.20(98.1.20制定制定制定制定))))

JISJISJISJIS原案作成原案作成原案作成原案作成

ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816----6666
((((共通データ要素共通データ要素共通データ要素共通データ要素))))

JISJISJISJIS原案作成原案作成原案作成原案作成(96(96(96(96年度）年度）年度）年度）

JIS X 6307JIS X 6307JIS X 6307JIS X 6307
(98.7.20(98.7.20(98.7.20(98.7.20制定）制定）制定）制定）

ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816----8888
((((セキュリティ関連共通コマンドセキュリティ関連共通コマンドセキュリティ関連共通コマンドセキュリティ関連共通コマンド))))

JISJISJISJIS原案作成原案作成原案作成原案作成(00(00(00(00年度）年度）年度）年度）

JIS X 6300JIS X 6300JIS X 6300JIS X 6300----8888
(((('01.4.20'01.4.20'01.4.20'01.4.20制定）制定）制定）制定）

ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816ISO/IEC 7816----9999
((((追加共通コマンド及びセキュリティ属性）追加共通コマンド及びセキュリティ属性）追加共通コマンド及びセキュリティ属性）追加共通コマンド及びセキュリティ属性）

JISJISJISJIS原案作成（原案作成（原案作成（原案作成（00000000年度）年度）年度）年度）

JIS X 6300JIS X 6300JIS X 6300JIS X 6300----9999
(((('01.09'01.09'01.09'01.09制定予定制定予定制定予定制定予定))))

ISO/IEC 15693ISO/IEC 15693ISO/IEC 15693ISO/IEC 15693----1.2.31.2.31.2.31.2.3
((((近傍型近傍型近傍型近傍型))))

JISJISJISJIS原案作成原案作成原案作成原案作成(00(00(00(00年度）年度）年度）年度）

JIS X 6323JIS X 6323JIS X 6323JIS X 6323----1.2.31.2.31.2.31.2.3
(1,2(1,2(1,2(1,2は制定・は制定・は制定・は制定・3333はははは'01.9'01.9'01.9'01.9制定予定制定予定制定予定制定予定))))

ISO/IEC 10373ISO/IEC 10373ISO/IEC 10373ISO/IEC 10373----7777
((((近傍型試験方法近傍型試験方法近傍型試験方法近傍型試験方法))))

JISJISJISJIS原案作成原案作成原案作成原案作成(00(00(00(00年度）年度）年度）年度）

JIS X 6305JIS X 6305JIS X 6305JIS X 6305----7777
(((('01.09'01.09'01.09'01.09制定予定制定予定制定予定制定予定))))

ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443ISO/IEC 14443----1.2.31.2.31.2.31.2.3
((((近接型近接型近接型近接型))))

JISJISJISJIS原案作成原案作成原案作成原案作成(00(00(00(00年度）年度）年度）年度）

JIS X 6322JIS X 6322JIS X 6322JIS X 6322----1.2.31.2.31.2.31.2.3
(1,2(1,2(1,2(1,2は制定・は制定・は制定・は制定・3333はははは'01.9'01.9'01.9'01.9制定予定制定予定制定予定制定予定))))

ISO/IEC 10373ISO/IEC 10373ISO/IEC 10373ISO/IEC 10373----6666
((((近接型試験方法近接型試験方法近接型試験方法近接型試験方法))))

JISJISJISJIS原案作成原案作成原案作成原案作成(00(00(00(00年度）年度）年度）年度）

JIS X 6305JIS X 6305JIS X 6305JIS X 6305----6666
(((('01.09'01.09'01.09'01.09制定予定制定予定制定予定制定予定))))

（3）JIS原案作成のスキーム

　図表 34は、国内の JIS原

いう法律が改正され、原案作

れたというところにある。

12条が、新たに改正によっ

原案の作成は、この第 12条

12条は、法人に限らず個人で

工業標工業標工業標工業標
提案で提案で提案で提案で
中小企中小企中小企中小企

経済産業経済産業経済産業経済産業

中小企中小企中小企中小企

全国中全国中全国中全国中

日日日日

原案作原案作原案作原案作

交付申請交付申請交付申請交付申請
図表 33　ICカードの JIS原案作成
案作成のスキームを示している。ポイントは、工業標準化法と

成団体に法律第 11 条又は第 12 条による２つのルートが開か

て開設されたルートであるが、JICSAPの平成 12年度の JIS

を適用して日本規格協会との共同提案という形をとっている。

も直接国に対して JIS化提案ができるということになる。

準化法の改正により、原案作成団体、個人が直接国に対し準化法の改正により、原案作成団体、個人が直接国に対し準化法の改正により、原案作成団体、個人が直接国に対し準化法の改正により、原案作成団体、個人が直接国に対しJISJISJISJIS原案を原案を原案を原案を
きるパスが開設され、平成きるパスが開設され、平成きるパスが開設され、平成きるパスが開設され、平成12121212年度には全国中小企業団体中央会による年度には全国中小企業団体中央会による年度には全国中小企業団体中央会による年度には全国中小企業団体中央会による
業基盤強化標準化事業補助金活用の途が用意された。業基盤強化標準化事業補助金活用の途が用意された。業基盤強化標準化事業補助金活用の途が用意された。業基盤強化標準化事業補助金活用の途が用意された。

省省省省 全国中小企業団体中央会全国中小企業団体中央会全国中小企業団体中央会全国中小企業団体中央会 日本規格協会日本規格協会日本規格協会日本規格協会 原案作成団体原案作成団体原案作成団体原案作成団体

業庁業庁業庁業庁

小企業団体中央会小企業団体中央会小企業団体中央会小企業団体中央会

本規格協会本規格協会本規格協会本規格協会

成団体成団体成団体成団体

補助金交付補助金交付補助金交付補助金交付 補助補助補助補助 委託委託委託委託
((((補助金補助金補助金補助金6666割･協会資金割･協会資金割･協会資金割･協会資金4444割）割）割）割）

経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省

日本工業標準調査会日本工業標準調査会日本工業標準調査会日本工業標準調査会 主務大臣主務大臣主務大臣主務大臣

JISJISJISJIS公示公示公示公示

中小企業技術基盤強化中小企業技術基盤強化中小企業技術基盤強化中小企業技術基盤強化
促進標準化事業促進標準化事業促進標準化事業促進標準化事業

交付決定交付決定交付決定交付決定 実績報告実績報告実績報告実績報告

委託契約委託契約委託契約委託契約

制度の概要と事業全体のスキーム制度の概要と事業全体のスキーム制度の概要と事業全体のスキーム制度の概要と事業全体のスキーム

団体規格提案団体規格提案団体規格提案団体規格提案

((((法第法第法第法第12121212条による場合）条による場合）条による場合）条による場合）

法第法第法第法第11111111条による場合条による場合条による場合条による場合

規格原案提案規格原案提案規格原案提案規格原案提案

付議付議付議付議 答申答申答申答申
図表 34　JIS化原案のスキーム
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（4）JICSAP仕様の策定

もう一つの標準化活動の柱である JICSAP仕様の策定は、前述のJIS原案の中で、JICSAP

が最初に手がけた国際規格が、JIS X 6306［共通コマンド］であったことから始まってい

る。この JIS X 6306の JIS原案を作成したという関係から、北海道滝川市向けの JICSAP・

IC カード仕様を策定することになったという経緯がある。詳しい経緯については、ホーム

ページの JICSAPスペシャルレポートに掲載をしているので参考にしてほしい。

JIS X 6306のもとになっている ISO/IEC 7816-4という国際規格では、コマンドはすべ

てオプションになっている。オプションとして、使う側、あるいは造る側によって必要な

コマンドを ICカードに搭載するということになる。例えば、メーカーが異なる、あるいは

システムが違う場合には、必然的に ICカードの互換性が保てなくなるが、実はここに非常

に大きな問題がある。

そのために、例えば、国際間で通用する ICカードにするために、EMV、MULTOS、Java

Card など、いわゆるデファクト・スタンダードにして国際間の IC カードの互換性やシス

テムの相互運用性を確保しようという手段や戦略が出てくる。

この JIS X 6306の制定にあたっては、当時の通産省などの指導のもと、国内の ICカー

ドについては、最低限の統一条件での互換性を確保するため、すべてオプションとなって

いる国際規格から離れ、必須コマンドを選択、指定することにしたが、それ故に国際規格

より少し外れているという側面が生じている。

我が国では、異なるカードメーカーの ICカードであっても、JIS X 6306に準拠すれば最

低限 ICカードとしての互換性が保証できるとして、この考えを最優先、最重視したわけで

ある。

こういった背景を踏まえて通産省（当時）では、JIS X 6306に基づき、多目的に利用で

きる ICカードの実証実験を行うことにした。実証実験の業務委託をニューメディア開発協

会が受け、JICSAPが仕様の策定を行い、その成果が 1995年の北海道の滝川市向けの仕様

となった。実証実験をした結果、上々の評価が得られ、1997年 9月には JICSAP仕様 V1.0

として開示され、その後、多目的利用に広域利用という新たな機能を加えた V1.1を、翌年

1998年 7月に開示し、現在に至っている。

JICSAP仕様改版の歴史を図表 35で示したが、JICSAP V2.0の改版については 2000年

12月に着手している。



JICSAPJICSAPJICSAPJICSAP仕様作成仕様作成仕様作成仕様作成

滝川市向け仕様滝川市向け仕様滝川市向け仕様滝川市向け仕様
ICICICICカード仕様／発行ライブラリ仕様カード仕様／発行ライブラリ仕様カード仕様／発行ライブラリ仕様カード仕様／発行ライブラリ仕様

(95(95(95(95年度年度年度年度))))

日本工業規格準拠外部端子付き日本工業規格準拠外部端子付き日本工業規格準拠外部端子付き日本工業規格準拠外部端子付き
•ICICICICカード仕様（カード仕様（カード仕様（カード仕様（V1.0V1.0V1.0V1.0））））
•発行ライブラリ仕様（発行ライブラリ仕様（発行ライブラリ仕様（発行ライブラリ仕様（V1.0)V1.0)V1.0)V1.0)
                                    開示（開示（開示（開示（97.997.997.997.9））））

日本工業規格準拠外部端子付き日本工業規格準拠外部端子付き日本工業規格準拠外部端子付き日本工業規格準拠外部端子付き
•ICICICICカード仕様（カード仕様（カード仕様（カード仕様（V1.1)V1.1)V1.1)V1.1)
•発行ライブラリ仕様（発行ライブラリ仕様（発行ライブラリ仕様（発行ライブラリ仕様（V1.1)V1.1)V1.1)V1.1)
                                    開示（開示（開示（開示（98.798.798.798.7））））

•Specification of IC cards with contacts (V1.1)Specification of IC cards with contacts (V1.1)Specification of IC cards with contacts (V1.1)Specification of IC cards with contacts (V1.1)
•Specification of issuance library (V1.1)Specification of issuance library (V1.1)Specification of issuance library (V1.1)Specification of issuance library (V1.1)
Complying with Japanese Industrial StandardComplying with Japanese Industrial StandardComplying with Japanese Industrial StandardComplying with Japanese Industrial Standard

JICSAPJICSAPJICSAPJICSAP仕様改版仕様改版仕様改版仕様改版

2000.122000.122000.122000.12着手着手着手着手
中間報告中間報告中間報告中間報告
2001.72001.72001.72001.7開示開示開示開示
図表 35　JICSAP仕様の策定
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JICSAPJICSAPJICSAPJICSAP標準化部会　委員構成表標準化部会　委員構成表標準化部会　委員構成表標準化部会　委員構成表

　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　所属

　（部会長）　　　　　大　山　永　昭　　　　　東京工業大学
　（委員）　　　　　　相　澤　直　行　　　　　財団法人 医療情報システム開発センター
　　　　　　　　　　　朝　倉　　　久　　　　　株式会社　日立製作所
　　　　　　　　　　　伊　藤　知　之　　　　　日本貿易印刷株式会社
　　　　　　　　　　　大　谷　佳　光　　　　　日本電信電話株式会社
　　　　　　　　　　　刈　部　　　浩　　　　　ＴＤＫテクノ株式会社
　　　　　　　　　　　河　瀬　恭　一　　　　　松下電器産業株式会社
　　　　　　　　　　　菊　原　　　潔　　　　　タツノ・メカトロニクス株式会社
　　　　　　　　　　　久　保　公　一　　　　　財団法人 運輸政策研究機構
                      小　林　豊　明　　　　　沖電気工業株式会社
　　　　　　　　　　　小　林　　　靖　　　　　王子製紙株式会社
　　　　　　　　　　　佐々木　健　司　　　　　リコーシステム開発株式会社
　　　　　　　　　　　椎　橋　章　夫　　　　　日本鉄道サイバネティクス協議会
　　　　　　　　　　　鈴　木　功　一　　　　　モトローラ株式会社
　　　　　　　　　　　関　口　　　裕　　　　　社団法人 電子情報技術産業協会
　　　　　　　　　　　高比良　健　一　　　　　三菱電機株式会社
　　　　　　　　　　　徳　永　英　二　　　　　中央大学
　　　　　　　　　　　鳥　取　猛　志　　　　　日立マクセル株式会社
　　　　　　　　　　　長　井　和　彦　　　　　オムロン株式会社
　　　　　　　　　　　中　澤　秀　吉　　　　　社団法人　日本建設機械化協会
　　　　　　　　　　　中　嶋　秀　樹　　　　　株式会社 ＮＴＴデータ
　　　　　　　　　　　橋　本　一　也　　　　　日本電気株式会社
　　　　　　　　　　　長谷川　　　潔　　　　　ジェイアール東日本メカトロニクス株式会社
　　　　　　　　　　　林　　　義　昭　　　　　大日本印刷株式会社
　　　　　　　　　　　深　谷　清　之　　　　　財団法人　金融情報システムセンター
　　　　　　　　　　　松　本　　　勉　　　　　富士通株式会社
　　　　　　　　　　　松　本　雅　行　　　　　株式会社　ゼクセルインテリジェンス
　　　　　　　　　　　宮　野　哲　紀　　　　　大日本印刷株式会社
　　　　　　　　　　　陸　田　耕　吾　　　　　財団法人　ニューメディア開発協会
　　　　　　　　　　　村　上　　　宏　　　　　昌栄印刷株式会社
　　　　　　　　　　　村　松　正　男　　　　　共同印刷株式会社
　　　　　　　　　　　茂田井　省　三　　　　　株式会社　東芝
　　　　　　　　　　　平　山　和　博　　　　　社団法人　日本事務機械工業会
　　　　　　　　　　　山　田　和　夫　　　　　財団法人　日本データ通信協会
　　　　　　　　　　　寄　本　義　一　　　　　凸版印刷株式会社
（事務局）　　　　　　竹　内　眞　人　　　　　ICカードシステム利用促進協議会
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JICSAPJICSAPJICSAPJICSAP仕様改版接触型仕様改版接触型仕様改版接触型仕様改版接触型WGWGWGWG　委員構成表　委員構成表　委員構成表　委員構成表

　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　所属

　（主査） 寄　本　義　一 　　　凸版印刷株式会社
　（副主査） 高　木　伸　哉 　　　松下電子工業株式会社
　（ｴﾃﾞｨﾀ） 田　中　　　武 　　　株式会社　NTTデータ
　（委員） 荒　井　　　尚 　　　大日本印刷株式会社
　 鴨　井　　　誠　　　　 株式会社　東芝
　 久　保　高　志　　　　 マクセル精器株式会社
　 小　林　豊　明　　　　 沖電気工業株式会社

松　本　　　勉       富士通株式会社
村　松　正　男       共同印刷株式会社
吉　田　　　壱       日本電信電話株式会社

（事務局） 竹　内　眞　人       ICカードシステム利用促進協議会
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JICSAPJICSAPJICSAPJICSAP仕様改版近接型仕様改版近接型仕様改版近接型仕様改版近接型WGWGWGWG　委員構成表　委員構成表　委員構成表　委員構成表

　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　所属

　（主査） 大　谷　佳　光 日本電信電話株式会社
　（副主査） 苅　部　　　浩 TDKテクノ株式会社
　（ｴﾃﾞｨﾀ） 朝　倉　　　久 株式会社日立製作所
　（委員） 渥　美　士　郎 株式会社テクノコラージュ

河　瀬　恭　一 松下電器産業株式会社
小　杉　　　哲 日本電気株式会社
平　田　達　也 株式会社デンソー
森　田　　　直 ソニー株式会社
前　野　守　弘 株式会社 NTTデータ
室　田　充　啓 株式会社東芝

（事務局） 竹　内　眞　人 ICカードシステム利用促進協議会
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JICSAPJICSAPJICSAPJICSAP仕様改版高速処理コマンド検討委員会　委員構成表仕様改版高速処理コマンド検討委員会　委員構成表仕様改版高速処理コマンド検討委員会　委員構成表仕様改版高速処理コマンド検討委員会　委員構成表

　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　所属

　（主査） 寄　本　義　一 凸版印刷株式会社
　（副主査） 片　方　　　聡 東日本旅客鉄道株式会社
　（ｴﾃﾞｨﾀ） 苅　部　　　浩 TDKテクノ株式会社
　（委員） 朝　倉　　　久 株式会社日立製作所

大　熊　喜　之 株式会社 NTTデータ
大　島　　　薫 帝都高速度交通営団
坂　上　一　男 阪神電気鉄道株式会社
長谷川　　　潔 ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ株式会社
降　旗　敏　勝 株式会社東芝
水　野　　　洋 松下電器産業株式会社
森　田　　　直 ソニー株式会社

　（事務局） 竹　内　眞　人 ICカードシステム利用促進協議会
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